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令和６年第２回（３月）みなかみ町議会定例会会議録第１号 

令和６年３月５日（火曜日） 

─────────────────────────────────────── 

議事日程 第１号 

   令和６年３月５日（火曜日）午前９時開議 

 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期の決定 

日程第 ３  議長諸報告 

日程第 ４  請願・陳情文書表 

日程第 ５  諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて  

日程第 ６  議案第 ４号 みなかみ町教育長の任命について  

日程第 ７  議案第 ５号 みなかみ町教育委員会委員の任命について  

日程第 ８  議案第 ６号 旧一葉亭解体工事（第３期）請負契約の締結について  

日程第 ９  議案第 ７号 みなかみ町監査委員条例の一部を改正する条例について  

日程第１０  議案第 ８号 みなかみ町課設置条例の一部を改正する条例について  

       議案第 ９号 みなかみ町職員定数条例の一部を改正する条例について  

日程第１１  議案第１０号 みなかみ町消防団条例の一部を改正する条例について  

日程第１２  議案第１１号 みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例について  

日程第１３  議案第１２号 みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例について  

日程第１４  議案第１３号 みなかみ町印鑑条例の一部を改正する条例について  

日程第１５  議案第１４号 みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関  

              する基準を定める条例等の一部を改正する条例について  

日程第１６  議案第１５号 みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す  

              る基準を定める条例の一部を改正する条例について  

日程第１７  議案第１６号 みなかみ町水道事業給水条例及びみなかみ町布設工事監督者の配置基  

              準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部  

              を改正する条例について 

日程第１８  議案第１７号 みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について  

日程第１９  議案第１８号 みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例について  

日程第２０  議案第１９号 みなかみ町空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例について  

日程第２１  議案第２０号 群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議について  

日程第２２  議案第２１号 町道路線廃止について 

       議案第２２号 町道路線認定について 

日程第２３  議案第２３号 令和５年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）について  

       議案第２４号 令和５年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第１号）について  
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日程第２４  議案第２５号 令和６年度みなかみ町一般会計予算について  

       議案第２６号 令和６年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算について  

       議案第２７号 令和６年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計予算について  

       議案第２８号 令和６年度みなかみ町介護保険特別会計予算について  

       議案第２９号 令和６年度みなかみ町水道事業会計予算について  

       議案第３０号 令和６年度みなかみ町下水道事業会計予算について  

日程第２５  一般質問 

    ◇ 鈴木美香 君 ・・・ １．新しい年度に向けての目標と庁舎内の接遇について  

                 ２．給食費無償化への次の段階と地域食材の活用について  

                 ３．２地域居住推進に向けて  

    ◇ 茂木法志 君 ・・・ １．災害等に必要な避難所整備について  

─────────────────────────────────────── 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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       １番 河 合 史 将 君         ２番 江 口   樹 君 

       ３番 石 坂 欣 也 君         ４番 牧 田 直 己 君 

       ５番 茂 木 法 志 君         ６番 星 野 宗 央 君 

       ７番 鈴 木 美 香 君         ８番 阿 部   清 君 

       ９番 髙 橋 視 朗 君        １０番 髙 橋 久美子 君 

      １１番 森   健 治 君        １２番 小 林   洋 君 

      １３番 髙 橋 市 郎 君        １４番 石 坂   武 君 

 

欠席議員      な  し 

 

会議録署名議員 

       ５番 茂 木 法 志 君        １２番 小 林   洋 君 

 

─────────────────────────────────────── 

 

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名  

議会事務局長 原 澤 達 也 書 記 泉   雪 江 

書 記 桑 原 孝 治   

 

─────────────────────────────────────── 

 

説明のため出席した者 

町 長 阿 部 賢 一 君 教 育 長 田 村 義 和 君 

総 務 課 長 高 野 明 夫 君 財 政 課 長 林   市 治 君 

企 画 課 長 小 池 俊 弘 君 税務会計課長 髙 橋 一 夫 君 

町民福祉課長 中 西 紀 子 君 子育て健康課長  入 澤 はるみ 君 

環 境 課 長 原 沢 智 章 君 上下水道課長 鈴 木 伸 史 君 

農 林 課 長  原 澤 真治郎 君 観光商工課長 鈴 木 和 幸 君 

地域整備課長 林     昇 君 学校教育課長 河 合 博 市 君 

生涯学習課長 丸 山 浩 文 君 水 上 支 所 長 萩 原 達 也 君 

新 治 支 所 長 合 沢   衛 君   
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開  会 

          午前９時 開会  

 

議 長（石坂 武君） おはようございます。 

      本日、議員各位におかれましては、諸般にわたりご多忙のところ定刻までにご参集いた

だきまして誠にありがとうございます。  

      ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。  

      これより令和６年第２回３月みなかみ町議会定例会を開会いたします。  

 

町長挨拶  

 

議 長（石坂 武君） 本定例会に際し、町長より挨拶の申出がありましたので、これを許可いたし

ます。 

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 皆さん、おはようございます。  

      石坂議長のお許しをいただきましたので、３月定例議会開会に当たり、一言ご挨拶を申

し上げます。 

      新たな季節の訪れを告げる啓蟄のときを迎え、柔らかな陽射しの中にも春の萌芽を見か

ける時期となりました。議員各位におかれましては、大変年度末のお忙しい時期にもかか

わらずご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。  

      また、議会閉会中におきましても、施策協議や調査活動をはじめ、各常任委員会等にご

尽力いただきました。精力的な議員活動に対し、改めて敬意を表する次第であります。  

      さて、３月１日には、利根商業高等学校の卒業式に臨み、新たな世界への一歩を踏み出

す卒業生の皆さんに対し、お祝いの言葉を述べさせていただきました。  

      また、同日、カルチャーセンターにおきましては、みなかみ町農林業フォーラムが開催

され、農林水産省の佐藤農村政策部長による基調講演や、みなかみ町が目指す農林業をテ

ーマとしたパネルディスカッションが行われました。地産地消や６次産業化について活発

な議論が交わされ、今後の町における農林業の方向性について大変刺激を受けたイベント

となりました。 

      また、３月３日には、第７回若山牧水みなかみ紀行短歌大会が同じくカルチャーセンタ

ーにおいて開催され、石坂議長、田村教育長とともに参加いたしました。この大会では、

サラダ記念日の著者で歌人の俵万智さんをはじめ、伊藤一彦さん、小島なおさんをお迎え

してのトークショーがあり、全国より多数の方が来町され、「みなかみ旅と自然」をテー

マに大いに盛り上がりました。  

      それぞれ議員各位におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席をいただきました

ことに感謝と御礼を申し上げます。  

      さて、本定例会に提案いたします案件につきましては、諮問１件、人事２件、契約１件、
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条例１３件、補正予算２件、当初予算６件、その他３件の計２８件であります。詳細につ

きましては、後ほど説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願

い申し上げ、開会に当たっての挨拶といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

──────────────────────────────────────────── 

 

開  議  

 

議 長（石坂 武君） これより本日の会議を開きます。  

      本日の会議は、お手元に配付いたしました議事日程第１号のとおりであります。  

      議事日程第１号により、議事を進めます。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

議 長（石坂 武君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。  

      会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において指名いたします。  

        ５番  茂 木 法 志 君 

       １２番  小 林   洋 君   を指名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２ 会期の決定  

 

議 長（石坂 武君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。  

      本定例会の会期につきましては、議会運営委員会にも諮りまして、本日３月５日より３

月１４日までの１０日間といたしたい考えであります。  

      これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、本定例会の会期は、本日３月５日より３月１４日までの１０日間とすることに

決定されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第３ 議長諸報告  

 

議 長（石坂 武君） 日程第３、議長諸報告を行います。  

      これより議会閉会中の主な事項について報告いたします。  

      １２月定例会閉会後の１５日には、ノルンみなかみスキー場安全祈願祭及び草津町にて

開催の湯けむりフォーラム２０２３、１８日、みなかみ町合同スキー場開き、１９日、水
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上高原スキーリゾート安全祈願祭及び水上高原藤原スキー場安全祈願祭、２３日、町営赤

沢スキー場降雪・安全祈願祭が開催され、出席いたしました。  

      令和６年を迎え、１月５日、群馬県議会新春交流会及び上毛新聞社新年交歓会、７日、

みなかみ町消防団出初め式が挙行され、出席いたしました。日頃より地域住民のため、防

火・防災活動に取り組まれている消防団員の皆様に対し、改めて感謝の意を表するところ

であります。 

      また、同日７日は、二十歳の集いが挙行され、出席いたしました。対象者の皆様には、

これを契機として大いに活躍されることを期待するものであります。１２日、みなかみ町

新年賀詞交歓会、１３日、みなかみ町ゲートボール協会定期総会、１５日、定例利根郡議

長会、利根沼田広域市町村圏振興整備組合議員協議会が開催され、出席いたしました。１

９日、みなかみ町婦人会定例会及び群馬県町村議会議長会理事会、２６日、ＦＭ  ＯＺＥ

賀詞交歓会及びみなかみ町スポーツ協会新年会、２９日、みなかみ町商工会新年会、３０

日、猿ヶ京温泉やど倶楽部新年会が開催され、出席いたしました。  

      ２月に入り、１０日は、太田市長、太田市議会議長ほかとの意見交換会、１８日、赤沢

スキー場フィナーレイベント、２月１９日、定例利根郡議長会、利根沼田広域市町村圏振

興整備組合議員協議会、利根沼田学校組合議会議員協議会、２０日、群馬県町村議会議長

会定期総会、２１日、利根川源流水源地域ビジョン推進協議会が開催され、出席いたしま

した。２９日、台南市議会より表敬訪問があり、対応をいたしました。  

      ３月に入り、１日は農林業フォーラム、３日は第７回若山牧水みなかみ紀行短歌大会表

彰式が開催され、出席いたしました。  

      その他の日程は、議会事務局で閲覧くださるようお願いいたします。  

      以上をもちまして、議長諸報告といたします。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第４ 請願・陳情文書表  

 

議 長（石坂 武君） 日程第４、請願・陳情文書表を議題といたします。  

      今期定例会における請願・陳情はお手元に配付いたしました文書表のとおりであります。  

──────────────────────────────────────────── 

〔巻末 参考資料〕  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（石坂 武君） 以上、文書表のとおり所管の委員会に付託いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第５ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて  

 

議 長（石坂 武君） 日程第５、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること
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についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 諮問第１号についてご説明を申し上げます。  

      現在、人権擁護委員として平成３０年７月よりご活躍いただいておりますみなかみ町藤

原４００２番地の蛯谷利孝さんが令和６年６月３０日をもって任期満了となりますので、

前橋地方法務局長から後任委員の推薦依頼が来ております。つきましては、新たにみなか

み町大穴９３番地３、中澤裕子さんを推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規

定により、議会の意見を求めるものであります。  

      中澤裕子さんにおかれましては、婦人団体の構成員として広く社会の実情に通じ、人格、

識見に優れ、人権擁護委員として適任者であります。 

      よって、適任とのご意見をいただきたく、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ、

説明といたします。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      諮問第１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて諮問第１号の質疑を終結いたします。  

      これより諮問第１号について、提案理由のとおり、適任との意見とすることに対する討

論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて諮問第１号の討論を終結いたします。  

      諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決いたし

ます。 

      本案は提案理由のとおり適任との意見とすることにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては適

任との意見に決定されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第６ 議案第４号 みなかみ町教育長の任命について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第６、議案第４号、みなかみ町教育長の任命についてを議題といたしま

す。 
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      ここで、田村義和教育長の退席を求めます。  

（教育長 田村義和君退席） 

議 長（石坂 武君） 町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第４号についてご説明を申し上げます。  

      現在、みなかみ町教育長としてご活躍いただいております田村義和氏が３月３１日をも

って任期満了となります。引き続き、同氏をみなかみ町教育長として任命いたしたく、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求める

ものであります。 

      田村義和氏は、平成３０年４月から、みなかみ町教育長として令和４年４月の統合中学

校開校をはじめ、現在進行中である月夜野地区の小学校統合など、町の教育行政に多大な

貢献をされました。豊富な経験を持ち、人格、識見とも申し分なく、誠実、円満なお人柄

であり、みなかみ町教育行政の責任者として適任者であります。  

      なお、任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第５条第１項の

規定により、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間であります。  

      よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第４号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第４号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第４号の討論を終結いたします。  

      議案第４号、みなかみ町教育長の任命についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第４号、みなかみ町教育長の任命については原案のとおり同意されました。 

      ここで、田村義和教育長の退席を解きます。  

（教育長 田村義和君着席） 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第７ 議案第５号 みなかみ町教育委員会委員の任命について  
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議 長（石坂 武君） 日程第７、議案第５号、みなかみ町教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第５号についてご説明を申し上げます。  

      現在、教育委員として令和２年よりご活躍いただいております登坂季子氏が３月３１日

をもって任期満了となります。引き続き、同氏を教育委員として任命いたしたく、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるもの

であります。 

      登坂季子氏は、豊富な経験を持ち、人格、識見とも申し分なく、教育委員として適任者

であります。 

      なお、任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第５条第１項の

規定により、令和６年４月１日から令和１０年３月３１日までの４年間であります。  

      よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第５号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第５号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第５号の討論を終結いたします。  

      議案第５号、みなかみ町教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５号、みなかみ町教育委員会委員の任命については原案のとおり同意さ

れました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第８ 議案第６号 旧一葉亭解体工事（第３期）請負契約の締結について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第８、議案第６号、旧一葉亭解体工事（第３期）請負契約の締結につい
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てを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第６号についてご説明申し上げます。  

      旧一葉亭解体工事の請負契約を締結するものであります。令和６年２月２９日に、条件

付一般競争入札を行った結果、４億８ ,７３０万円で、みなかみ町後閑１３３４番地１、

有限会社月建設、代表取締役、大槻アサ子が落札いたしました。当該者を契約の相手方と

して工事請負契約を締結いたしたく、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議

会の議決を求めるものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第６号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第６号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第６号の討論を終結いたします。  

      議案第６号、旧一葉亭解体工事（第３期）請負契約の締結についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第６号、旧一葉亭解体工事（第３期）請負契約の締結については原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第９ 議案第７号 みなかみ町監査委員条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第９、議案第７号、みなかみ町監査委員条例の一部を改正する条例につ

いてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第７号についてご説明を申し上げます。  



R6-2（3.5）第 1号 

－11－ 

      令和５年５月８日に公布された地方自治法の一部を改正する法律において、みなかみ町

監査委員条例において引用している同法の規定に条ずれが生じたので、これを改正するも

のであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第７号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第７号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第７号の討論を終結いたします。 

      議案第７号、みなかみ町監査委員条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第７号、みなかみ町監査委員条例の一部を改正する条例については原案の

とおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１０ 議案第８号 みなかみ町課設置条例の一部を改正する条例について  

      議案第９号 みなかみ町職員定数条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第１０、議案第８号、みなかみ町課設置条例の一部を改正する条例につ

いて及び議案第９号、みなかみ町職員定数条例の一部を改正する条例についての２件を一

括議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第８号及び第９号について関連がありますので、一括してご説明を申し

上げます。 

      議案第８号の改正内容につきましては、みなかみ町公共下水道事業及びみなかみ町農業

集落排水事業が令和６年４月１日より公営企業会計に移行することに伴い、みなかみ町水

道事業及び下水道事業の設置等に関する条例に基づく事業として整理し、本条例の上下水

道課分掌事務から削除するものであります。  
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      議案第９号の改正内容につきましては、公営企業法の適用に伴い、地方自治法１７２条

第３項の規定により、本条例の公営企業に携わる職員の定数を６人から７人に改正するも

のであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第８号の質疑を終結いたします。  

      次に、議案第９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第９号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（石坂 武君） これより議案第８号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第８号の討論を終結いたします。  

      議案第８号、みなかみ町課設置条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８号、みなかみ町課設置条例の一部を改正する条例については原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（石坂 武君） これより議案第９号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第９号の討論を終結いたします。  

      議案第９号、みなかみ町職員定数条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第９号、みなかみ町職員定数条例の一部を改正する条例については原案の

とおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
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日程第１１ 議案第１０号 みなかみ町消防団条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第１１、議案第１０号、みなかみ町消防団条例の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第１０号についてご説明を申し上げます。  

      町の安心安全の要として消防防災体制の中核的な役割を果たす活動をしている消防団員

の処遇改善に向け、消防庁長官通知「消防団員の報酬等の基準の策定等について」により、

報酬の額等が示されたことを踏まえ、条例中の報酬額を引き上げる改正等を行うものであ

ります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第１０号について質疑はありませんか。  

      ８番阿部君。 

８ 番（阿部 清君） 議案第１０号、消防団員の報酬額の改正ということで、出動報酬について伺

います。 

      ４時間未満の出動、１回につき４,０００円、４時間以上の出動、１回につき８,０００

円に改正されるわけですけれども、火災時等の出動時間の根拠となる算定基準を伺います。  

議 長（石坂 武君） 総務課長。 

（総務課長 高野明夫君登壇） 

総務課長（高野明夫君） 阿部清議員のご質問にお答えいたします。  

      出動報酬算出に係る出動時間の確認につきましては、メール配信で出動要請があってか

ら現場での幹部集合によって解散がされるまでの時間となります。  

      出動団員につきましては、幹部集合の人員報告と分団から提出される業務日誌を確認し

まして、実績とさせていただきたいと思っております。  

      以上でございます。 

議 長（石坂 武君） ほかにありませんか。 

      ８番阿部君。 

８ 番（阿部 清君） 火災発生のメールのお知らせから鎮火後の集合解散までが基準ということで、

また、各分団からの業務日誌、活動日誌、活動記録に基づく実績ということですけれども、

なぜこの質問をしたかというと、通常の建物火災は１時間か、長くても２時間半ほどで鎮

火になりますが、解散後も地元の団員などは残り火による再燃火災防止ために現場に残る

ことが度々あります。そうした場合は、４時間を超えることもありますので、そうした実

情に応じた報酬も思いまして、質問させていただきました。  

      今回、業務日誌で報告ということでありますので、また今後、この報酬、個人支給にな
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るようですので、出動した団員、個人に対しての確認の徹底もお願いしたいと思います。 

      もう一点ですけれども、４時間以上の出動について伺います。  

      災害時や捜索活動での出動は、長時間の活動が予測されます。過去には、日付をまたい

だ出動や夜通しの警戒などの事例もありました。４時間以上の出動、１回につき８ ,００

０円と明記されていますが、１回とは何時間までが１回なのか、その点についてお伺いし

ます。 

議 長（石坂 武君） 総務課長。 

（総務課長 高野明夫君登壇） 

総務課長（高野明夫君） お答えいたします。 

      出動報酬について、出動時間が４時間以上となった場合の基準につきましては、時間を

基準とする考えではなくて、出動の回数と考えております。夜間、日にちをまたいで出動

した場合につきましては、この報酬が１回の出動を基準としておりますので、出動してか

らの時間で計算をいたします。ただし、大規模災害についてはこの限りでないというふう

に考えています。いろいろな状況が想定されますが、出動が数日になる場合は、出動後に

一時解散するまでを一区切りとして、再度出動した場合は、同じ災害でも２回目というふ

うに考えております。 

議 長（石坂 武君） ほかにありませんか。 

      阿部君。 

８ 番（阿部 清君） 日づけをまたいだ場合でも、１回につきということで、長時間必要になった

場合は、一度解散して再度出動してもらった回数により出動するということですが、災害

が継続しているときの解散の判断は非常に難しいと思いますので、４時間以上の出動報酬

については８時間までとかいろいろ、もう少し分かりやすい明記が今後必要になると思い

ます。 

      いずれにしましても、この改正により、団員に過重な負担がかからないよう、無理のな

い公正な対応をお願いします。これについては、回答は要りません。  

      以上です。 

議 長（石坂 武君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１０号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第１０号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１０号の討論を終結いたします。  

      議案第１０号、みなかみ町消防団条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 



R6-2（3.5）第 1号 

－15－ 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１０号、みなかみ町消防団条例の一部を改正する条例については原案の

とおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１２ 議案第１１号 みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第１２、議案第１１号、みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第１１号についてご説明を申し上げます。  

      都市計画税は、地方税法７０２条の規定により、都市計画法に基づいて行われる都市計

画事業に要する費用に充てるため、条例で定める区域の土地、家屋を課税客体として課税

しております。水上地区における都市計画事業が完了したため、周辺地域との税負担の公

平性に鑑みて、目的税である都市計画税の課税区域の見直しを行うものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第１１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１１号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第１１号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１１号の討論を終結いたします。  

      議案第１１号、みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例についてを採決いたし

ます。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１１号、みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例については原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
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日程第１３ 議案第１２号 みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第１３、議案第１２号、みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第１２号についてご説明を申し上げます。  

      介護保険第１号被保険者の保険料につきましては、保険者である市町村が３年ごとに介

護保険事業計画の見直しを行い、保険料に反映させることが介護保険法の中で規定をされ

ております。それに伴い、令和６年度から令和８年度までの第１号被保険者の保険料等を

改正するものであります。 

      今回の計画の見直しでは、介護サービス見込量等の推計や来年度からの、プラス１ .５

９％の介護報酬改定等の影響を踏まえ、３年間に必要な第１号被保険者の介護保険料を算

出しています。保険料の改定幅につきましては、制度利用に伴う給付費総額を必要最小限

にとどめるとともに、介護給付費準備基金を活用することで、保険料の上昇抑制に努めた

ところです。 

      また、介護保険法施行令の改正により、国の標準段階が９段階から１３段階に変更され、

標準乗率等が見直されたことに伴う所要の改正も併せて行うものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第１２号について質疑はありませんか。  

      ６番星野君。 

６ 番（星野宗央君） 介護保険料が上がるということなんだと思うんですけれども、今、物価高騰

で非常に私の家も大変なことになっていて、なぜこの今苦しい状態のときに介護保険料が

上がるのかということと、どのぐらいの方が上がるようになるのかお答えいただけますか。  

議 長（石坂 武君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 中西紀子君登壇） 

町民福祉課長（中西紀子君） 星野議員のご質問にお答えいたします。  

      まず、なぜ介護保険料を上げなければならないのかということなんですが、３年に一度

は見直しをするということが言われておりますので、それに基づいて今回は計算をさせて

いただきました。介護保険料につきましては、介護サービスの利用状況によっても変わっ

てきますので、それに足りるような形で介護保険料のほうの積算はしております。  

      それと、どのぐらいの方が上がるかというところなんですけれども、先日、委員会のほ

うでも説明をさせていただきましたが、階層ごとに現在、私のほうで資料として持ち合わ

せておりますのが、所得階層ごとの軽減割合というデータを持っておりますのが、第５段

階、標準の基準の金額になるんですが、その方が一番多くて、１８.８％ぐらいの方がい



R6-2（3.5）第 1号 

－17－ 

らっしゃいます。 

      以上です。 

議 長（石坂 武君） ほかにありませんか。 

      ６番星野君。 

６ 番（星野宗央君） この生活保護世帯とか非課税世帯は下がるということになっているかなと思

うんですけれども、意外と生活困窮している方にはこの間、結構手当が町からも出ていて、

国からも出ていたりとかするんですけれども、非課税ではないんだけれども、所得として

は低い方々が一番大変な状況になっていると思います。  

      それと、なかなか所得が上がらない状況でもあるので、もう少し負担を増やすというこ

とに対しては慎重になされたほうがいいのかなと思いますのと、昭和村の話で聞いたんで

すけれども、昭和村は全体的に下がるというところももちろんあるわけなので、やっぱり

負担増については慎重にしたほうがいいんではないかと思うんですけれども、どうでしょ

うか。 

議 長（石坂 武君） 町長。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） どうしても上げないように努力を精いっぱいしました。だから、そのために

基金も活用させて抑えて、精いっぱいの努力をして、こういう形になっているわけです。

ただいまの昭和村は昭和村さんの事情がありますので、それはみなかみ町の事情と昭和村

さんの事情は違いますので、その辺は自治体によって違う部分は、これはしようがないな

と思うんですけれども、精いっぱい努力して審議委員会で揉んでもらって、とにかく抑え

ようと努力したのがこの数字ですので、その辺についてはご理解いただきたい。全体の介

護を運営していく上で、こういう形になった。  

      また、１.５９％の報酬の改正なんかも、やっぱりそれも影響は多少はしているんじゃ

ないかというふうに思いますので、全体の介護保険を健全に運営していくためには、この

数字だということでご理解いただきたい。それも、限りなく努力をして、星野議員が今お

っしゃるように大変厳しい中で、本当は上げたくないです。でも、運営全体を考えた場合

には、もう利用者が増えたりする中を考えれば、やはりご理解をいただきたいというふう

に思います。 

議 長（石坂 武君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１２号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第１２号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

      ６番星野君。 

（６番 星野宗央君登壇）  

６ 番（星野宗央君） ６番星野宗央です。 

      この介護保険料の改定につきまして、反対の立場で討論を行いたいと思います。  

      町長がおっしゃられたとおり、頑張って頑張ってやった結果、上がるということなんで
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すけれども、頑張って頑張ってさらに頑張っていただいて、住民負担の軽減にもぜひとも

力をさらに注いでいただきまして、介護保険料の値上げというよりも据置きにしていただ

きたいと思って、反対討論といたします。よろしくお願いいたします。  

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

      １番河合議員。 

（１番 河合史将君登壇）  

１ 番（河合史将君） 議案第１２号について、賛成の立場から討論を行います。  

      介護保険制度は、住み慣れた地域で、いずれも健やかに暮らせるよう、また介護が必要

になっても安心して自立した生活を送れるよう、社会全体で支えていこうという仕組みで

す。今後、高齢化が一層に進むと、様々な介護サービスに係る給付額の増加が余儀なくさ

れ、また、質の確保も重要になってきます。  

      当町においては、高齢化率が４１ .９％と国、県の高齢化率を大きく上回っているとと

もに、第１号被保険者の独り暮らし世帯や第１号保険者のみの世帯は高齢化を反映して、

ますます増加する一方であります。第２号被保険者は、減少傾向が見られます。介護保険

事業を運営するための財源は、介護サービスに要する費用の５０％が国、県及び町で負担

する公費で賄われ、残りの５０％が第１号保険者及び第２号被保険者の保険料で賄われて

おります。 

      第９期介護保険事業計画期間中の第１号被保険者の保険料の推計は、これまでの取組を

踏まえて、後期高齢者人口の増加や介護報酬の改定等を考慮し、検討を重ねられたもので

あり、結果、当町の場合、要支援要介護の認定者数が多く、介護給付費が増加傾向にある

ため、保険料の上昇は避けられない状況にあるものと認識しております。  

      しかし、増額に当たっての介護保険料の所得段階を負担能力に応じた内容になるよう平

準化し、低所得者への配慮がなされ、介護給付費準備基金の取崩しなど保険料の基準額引

下げのための負担軽減が図られています。今後、介護保険医療制度の良質な事業展開と利

用者に対する真に必要なサービス提供ができる環境の整備を図るためにも、本議案に賛成

するものであります。 

      以上、議員各位のご賛同を心からお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。  

議 長（石坂 武君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１２号の討論を終結いたします。  

      議案第１２号、みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例についてを起立により採

決いたします。 

      本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

議 長（石坂 武君） 起立多数であります。 

      よって、議案第１２号、みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例については原案

のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
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日程第１４ 議案第１３号 みなかみ町印鑑条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第１４、議案第１３号、みなかみ町印鑑条例の一部を改正する条例につ

いてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第１３号についてご説明を申し上げます。  

      令和３年５月１９日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律において、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する

法律が改正され、マイナンバーカードの利便性の抜本的向上のため、マイナンバーカード

所持者について電子証明書の移動端末設備、いわゆるスマートフォンへの搭載が可能とな

りました。これにより、当該条例において規定するマイナンバーカードの電子証明書を利

用して、コンビニ等で印鑑登録証明書を交付する手続きについて、スマートフォンを利用

して交付する手続を追加する改正を行うものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第１３号について質疑はありませんか。  

      ６番星野君。 

６ 番（星野宗央君） 非常に便利になっていくのはいいことなのかなと思うんですけれども、これ

は町内以外でも取得できるようになるということなんでしょうか。 

議 長（石坂 武君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 中西紀子君登壇） 

町民福祉課長（中西紀子君） 星野議員のご質問にお答えいたします。  

      取得できるというのは、コンビニ交付とかで取れるかということですか。取れます。  

議 長（石坂 武君） ほかにありませんか。 

      ６番星野君。 

６ 番（星野宗央君） ほかでも取れるようになるということで、非常に便利になっていくというの

は本当に、先ほど言ったとおり、いいことなんだとは思うんですけれども、便利になれば

なるほど何となく安全なのかな、本当に大丈夫なのかなというのが私ちょっとありまして、

正直、私、マイナンバーカードというのはいまだに持っていないんですけれども、スマー

トフォンで使えるようにもなるというと、落としたらどうなのかなというのもあるんです

けれども、安全性についてはどうなんでしょうか。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 安全だと思います。 
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議 長（石坂 武君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１３号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第１３号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１３号の討論を終結いたします。  

      議案第１３号、みなかみ町印鑑条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１３号、みなかみ町印鑑条例の一部を改正する条例については原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１５ 議案第１４号 みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す  

             る基準を定める条例等の一部を改正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第１５、議案第１４号、みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についてを議題とい

たします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第１４号についてご説明を申し上げます。  

      令和６年１月２５日に介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、町が指定権者

となる介護事業の基準等を規定している４つの条例について、省令に基づき所要の改正を

行うものであります。 

      みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例、みなかみ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、みなかみ町指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、みなかみ町指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上の４つの条
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例の主な改正内容は、サービス種類ごとに異なりますが、事業所管理者の責務及び兼務範

囲の明確化、身体拘束等の適正化の推進、ウェブサイトへの重要事項等の掲載及び公表、

居宅介護支援事業所が町から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い等を改正する

ものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第１４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１４号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第１４号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１４号の討論を終結いたします。  

      議案第１４号、みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例等の一部を改正する条例についてを採決いたします。  

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１４号、みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例等については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１６ 議案第１５号 みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する  

             基準を定める条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第１６、議案第１５号、みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたし

ます。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第１５号についてご説明を申し上げます。  

      令和５年１２月２６日に公布された母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令に

おいて、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されたこ

とに伴い、所要の改正を行うものであります。  
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      主な改正内容は、特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項についての

書面の掲示等を義務づけている規制について、当該掲示に加えてインターネットを利用し

て公衆の閲覧に供しなければならないこととする見直しを行うものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第１５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１５号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第１５号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１５号の討論を終結いたします。  

      議案第１５号、みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１５号、みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１７ 議案第１６号 みなかみ町水道事業給水条例及びみなかみ町布設工事監督者の配置基準  

             及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改  

             正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第１７、議案第１６号、みなかみ町水道事業給水条例及びみなかみ町布

設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第１６号についてご説明を申し上げます。  

      今回の改正は、水道法の一部改正に伴い令和６年４月１日より水道整備・管理行政の権

限等が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管されることから、関係条例の一

部を改正するものであります。  
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      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第１６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１６号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第１６号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１６号の討論を終結いたします。  

      議案第１６号、みなかみ町水道事業給水条例及びみなかみ町布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例につい

てを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１６号、みなかみ町水道事業給水条例及びみなかみ町布設工事監督者の

配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条

例は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１８ 議案第１７号 みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第１８、議案第１７号、みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第１７号についてご説明を申し上げます。  

      昨年度に続き、借換えに係る特例制度の継続に伴う措置であります。群馬県では、中小

企業者への支援策及び小口資金に係る返済負担の軽減策として、平成１５年度以降、融資

を受けている事業者の売上げが減少等の要件を満たす場合、平成２１年１２月から借換え

要件緩和の特例措置を行っています。  

      群馬県から、令和６年度も引き続き実施する旨の通知がありましたので、みなかみ町も

連携して運用するため改正を行うものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま
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す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第１７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１７号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第１７号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１７号の討論を終結いたします。 

      議案第１７号、みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例についてを採決

いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１７号、みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につい

ては原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１９ 議案第１８号 みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第１９、議案第１８号、みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第１８号についてご説明申し上げます。  

      本件につきましては、町営住宅の入居率を増加させるため改正を行うものです。  

      主な改正内容は、第６条の２で単身入居可能な団地として、高日向団地、大穴団地、鹿

野沢団地及び藤原団地を定めておりますが、新たに上布施団地を追加するものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第１８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１８号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第１８号について討論に入ります。  
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      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１８号の討論を終結いたします。  

      議案第１８号、みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例についてを採決いたし

ます。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１８号、みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例については原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２０ 議案第１９号 みなかみ町空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第２０、議案第１９号、みなかみ町空家等対策協議会設置条例の一部を

改正する条例についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第１９号についてご説明を申し上げます。  

      令和５年６月１４日に公布された空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正す

る法律において、みなかみ町空家等対策協議会設置条例において引用している同法の規定

に条ずれが生じましたので、これを改正するものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第１９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１９号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第１９号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第１９号の討論を終結いたします。  

      議案第１９号、みなかみ町空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例についてを
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採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１９号、みなかみ町空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例に

ついては原案のとおり可決されました。 

      ここで暫時休憩します。再開を１０時３０分とします。 

（午前１０時１４分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（午前１０時３０分 再開）  

議 長（石坂 武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２１ 議案第２０号 群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第２１、議案第２０号、群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に

関する協議についてを議題といたします。  

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第２０号についてご説明を申し上げます。  

      本議案は、本年４月１日から群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体に富

岡市及び榛東村が加入するため、また、負担金の算定基礎となる対象職員数の明確化及び

団体割負担金の新設による負担金算出方法を改正し、群馬県市町村公平委員会共同設置規

約を変更することについて協議したいので、地方自治法第２５２条の７第３項において準

用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により議会の議決を得たく、提案するもので

あります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第２０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第２０号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第２０号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 
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議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第２０号の討論を終結いたします。  

      議案第２０号、群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議についてを採

決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２０号、群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議につ

いては原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２２ 議案第２１号 町道路線廃止について  

      議案第２２号 町道路線認定について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第２２、議案第２１号、町道路線廃止について及び議案第２２号、町道

路線認定についての２件を一括議題といたします。  

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第２１号及び第２２号について一括してご説明を申し上げます。  

      町の道路計画により認定されている町道の３路線を廃止し、新たに５路線を認定するも

のであります。 

      議案第２１号については、町道の一部廃止に伴う組替えが３路線、総延長１ ,７４５メ

ートルを廃止するものであります。 

      議案第２２号については、廃止路線に伴う組替えが４路線、月夜野統合小学校建設敷地

接道として１路線、計５路線、総延長１,７３７メートルを認定するものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第２１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第２１号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第２２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第２２号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（石坂 武君） これより議案第２１号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  
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（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第２１号の討論を終結いたします。  

      議案第２１号、町道路線廃止についてを採決いたします。  

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２１号、町道路線廃止については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（石坂 武君） これより議案第２２号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第２２号の討論を終結いたします。  

      議案第２２号、町道路線認定についてを採決いたします。  

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２２号、町道路線認定については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２３ 議案第２３号 令和５年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）について  

      議案第２４号 令和５年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第１号）について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第２３、議案第２３号、令和５年度みなかみ町一般会計補正予算（第６

号）について及び議案第２４号、令和５年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第１

号）についての２件を一括議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第２３号及び第２４号について一括してご説明申し上げます。  

      最初に、議案第２３号についてご説明申し上げます。  

      既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億６ ,３７７万９,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７８億２,９９８万円とするものであります。  

      歳出補正につきましては、２款総務費、１項総務管理費８億１０４万円の増額は、産官

学金連携による観光拠点整備事業５億１ ,５５０万円及びふるさと応援基金管理事業２億

円が主なものです。 

      ３項戸籍住民基本台帳費２４６万４,０００円の増額は、戸籍管理事業です。  
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      ３款民生費、２項児童福祉費８２万円の増額は、にいはるこども園管理運営事業です。  

      ７款商工費、２項観光費６９９万２ ,０００円の増額は、武尊青少年旅行村等管理運営

事業２０９万円及び観光センター１階管理運営事業４９０万２ ,０００円です。 

      ８款土木費、２項道路橋梁費２,５４６万５,０００円の減額は、町道後閑１号幹線道路

改良事業４,０５０万円の減額が主なものです。  

      ４項都市計画費４,４００万円の増額は、町道真政悪戸線整備事業です。  

      ５項住宅費３２７万８,０００円の増額は、町営住宅維持管理事業です。  

      １０款教育費、５項社会教育費３ ,０６５万円の増額は、中央公民館管理運営事業１６

５万円及びカルチャーセンター管理運営事業２,９００万円です。 

      続いて、財源となる歳入補正につきましては、地方交付税１億４ ,７８９万５,０００円

の増額は、普通交付税です。  

      使用料及び手数料１,１７０万円の増額は、真沢ファーム交流施設使用料です。  

      国庫支出金２億４,９６８万４,０００円の増額は、既存観光拠点再生・高付加価値化推

進事業補助金２億２,９７０万円が主なものです。 

      寄附金４億８,５８０万円の増額は、ふるさと寄附金２億円及び地方創生応援税制寄附

金２億８,５８０万円です。 

      町債３,１３０万円の減額は、過疎対策事業債です。  

      次に、令和５年度から６年度への繰越明許費は、第２表のとおりであります。関係機関、

地元等との調整に不測の日数を要したなど、年度内に事業の完了が見込めないため、総額

で１３億５,４９８万６,０００円の繰越明許をお願いするものです。  

      また、地方債補正につきましては、第３表のとおりです。  

      以上が一般会計の補正内容であります。  

      次に、議案第２４号についてご説明申し上げます。  

      既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,３１０万６,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億２,１１０万６,０００円とするものです。 

      歳出の補正につきましては、７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金４ ,３１０万６,

０００円の増額は、償還金事業です。  

      続いて、財源となる歳入補正につきましては、繰入金１ ,４１８万９,０００円の増額は、

介護給付費準備基金繰入金です。  

      繰越金２,８９１万７,０００円の増額は、繰越金です。  

      以上が介護保険特別会計の補正内容であります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とい

たします。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しました。  

      お諮りいたします。 

      議案第２３号、令和５年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）について及び議案第

２４号、令和５年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第１号）についての２件の質

疑以降について、後日の本会議において審議したいと思いますが、これにご異議ございま
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せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２３号、令和５年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）について及

び議案第２４号、令和５年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第１号）についての

２件の質疑以降については、後日の本会議において審議することに決定されました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２４ 議案第２５号 令和６年度みなかみ町一般会計予算について  

      議案第２６号 令和６年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算について  

      議案第２７号 令和６年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計予算について  

      議案第２８号 令和６年度みなかみ町介護保険特別会計予算について  

      議案第２９号 令和６年度みなかみ町水道事業会計予算について  

      議案第３０号 令和６年度みなかみ町下水道事業会計予算について  

 

議 長（石坂 武君） 日程第２４、議案第２５号、令和６年度みなかみ町一般会計予算についてか

ら議案第３０号、令和６年度みなかみ町下水道事業会計予算についてまでの以上６件を一

括議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長阿部賢一君。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 議案第２５号から第３０号まで一括してご説明を申し上げます。  

      議案第２５号から順次説明をさせていただきます。  

      歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５９億円と定めました。前年度対比１１ .

０％の増であります。 

      歳出の主な内容を申し上げます。  

      １款議会費１億１,６５５万９,０００円は、議員報酬等です。  

      ２款総務費２７億７,２４０万３,０００円は、総務管理費が２４億９,７７２万９,００

０円で、主なものは職員人件費等の一般管理費１１億９ ,１７０万９,０００円、企画費３

億８,２３０万４,０００円及び地域振興費３億１,２３７万１,０００円です。 

      ３款民生費２９億７,０６０万円は、社会福祉費が２０億７０５万７,０００円で、主な

ものは障害者福祉費５億８,２６６万９,０００円及び介護保険費５億１,２６８万９,００

０円です。また、児童福祉費は９億６,３５０万８,０００円で、主なものは児童手当費の

児童措置費２億１,９７２万５,０００円及び保育等施設費５億４,４６０万８,０００円です。  

      ４款衛生費１２億４,４１０万２,０００円は、保健衛生費が５億３ ,６００万円で、主

なものは予防費１億６,０６３万５,０００円及び国民健康保険費１億７,１２０万３,００

０円です。また、清掃費は６億４ ,５４０万円で、主なものは奥利根アメニティパーク管

理費４億６,０６７万１,０００円です。 
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      ５款労働費１,６１１万円は、主に勤労者生活資金融資の貸付金です。  

      ６款農林水産業費７億２,５２８万９ ,０００円は、農業費は５億７３２万１ ,０００円

で、主なものは農業振興費１億２,６０６万４,０００円及び農地費１億６,１１７万９,０

００円です。また、林業費は２億１,７９６万８,０００円で、主なものは林業振興費２億

２６７万５,０００円です。 

      ７款商工費５億５,０７２万６,０００円は、商工費が１億１,４２１万１,０００円で、

主なものは商工業振興費６,３２０万円です。また、観光費は４億３ ,６５１万５,０００

円で、主なものは観光総務費２億８３９万４,０００円です。 

      ８款土木費２０億７,００３万４,０００円は、道路橋梁費が１１億１,９６９万２,００

０円で、主なものは橋梁維持費２億７,７１７万円及び除雪費４億１,２０８万円です。ま

た、都市計画費は７億８，７５１万８,０００円で、主なものは公共下水道費６億６,８６

７万円です。 

      ９款消防費は５億４,９９１万５,０００円で、主なものは利根沼田広域消防費の常備消

防費３億３,２９７万４,０００円及び非常備消防費９,７５４万４,０００円です。 

      １０款教育費は３０億４,１４４万５,０００円で、主なものは小中学校統合推進事業等

の教育総務費１９億７,７６７万円及び利根沼田学校組合への地方交付税交付事業などの

高等学校費４億４,２６６万１,０００円です。 

      １２款公債費１７億９,１５５万５,０００円は、町債の元利償還金及び一時借入金利子

です。 

      １３款諸支出金１２５万４,０００円は、土地開発公社に対する補助金等です。  

      次に、財源となる歳入の主な内容は、町税３０億９６４万１ ,０００円、地方消費税交

付金４億円、地方交付税４７億８ ,０００万円、国庫支出金１３億１ ,９８０万２,０００

円、県支出金８億１,５４０万円、繰入金２６億６,７４５万２,０００円及び町債１６億

４,３８０万円です。 

      なお、地方交付税等の依存財源については、国の地方財政計画等を参考に、また町税等

の自主財源については、過去の実績や最近の傾向等に基づき算出をしております。  

      債務負担行為については、第２表のとおりであります。施設の指定管理等について債務

負担行為の設定をお願いするものであります。  

      また、地方債については、第３表のとおりであります。有利な起債を優先的に活用し、

総額で１６億４,３８０万円とします。内訳は、臨時財政対策債３,７６０万円、過疎債５

億５,５６０万円、合併特例債９億円、緊急防災・減災事業債１億５ ,０６０万円です。 

      以上が一般会計の概要であります。  

      次に、議案第２６号についてご説明を申し上げます。  

      歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３億４ ,６００万円と定めました。前年度対

比０.３％の減であります。 

      歳出の主な内容を申し上げます。  

      １款総務費１,４５１万７,０００円は、総務管理費１,１８１万６,０００円及び徴税費

２５５万円等です。 
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      ２款保険給付費１６億５,０９６万２ ,０００円は、療養諸費１４億２，０８５万３ ,０

００円及び高額療養費２億２,０６０万２,０００円等です。 

      ３款国民健康保険事業納付金５億９ ,０００万２,０００円は、医療給付費分３億９ ,４

００万１,０００円及び後期高齢者支援金等分１億４ ,８００万１,０００円等です。 

      次に、財源となる歳入の主な内容は、国民健康保険税３億７ ,７５５万円、県支出金１

６億９,７１４万４,０００円及び繰入金２億２,０２６万４,０００円です。 

      以上が国民健康保険特別会計の概要であります。  

      次に、議案第２７号についてご説明を申し上げます。  

      歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６ ,５００万円と定めました。前年度対比

１１.３％の増であります。 

      歳出の主な内容を申し上げます。  

      １款総務費４３１万７,０００円は、総務管理費７３万３,０００円及び徴収費３５８万

４,０００円です。 

      ２款後期高齢者医療広域連合納付金３億３,７８６万５,０００円は、保険料負担金等で

す。 

      ４款保健事業費１,３０１万７,０００円は、健康診査事業です。 

      次に、財源となる歳入の主な内容は、後期高齢者医療保険料２億３ ,６４１万５,０００

円及び繰入金１億６０６万６,０００円です。 

      以上が後期高齢者医療特別会計の概要であります。  

      次に、議案第２８号についてご説明を申し上げます。  

      歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億１００万円と定めました。前年度対比０ .

８％の増であります。 

      歳出の主な内容を申し上げます。  

      １款総務費２,７６６万円は、総務管理費４１２万１ ,０００円及び介護認定審査費１ ,

８３４万２,０００円等です。 

      ２款保険給付費２８億３,０００万円は、介護サービス等諸費２５億９,２４４万７,０

００円、介護予防サービス等諸費８,５０３万円等です。 

      ３款地域支援事業費６,８８２万１,０００円は、介護予防・生活支援サービス事業費５,

２５８万円及び包括的支援・任意事業費９５０万円等です。  

      次に、財源となる歳入の主な内容は、介護保険料５億４ ,５５９万５,０００円、国庫支

出金７億４,７９３万１,０００円、支払基金交付金７億８,０１１万９,０００円、県支出

金４億２,８７９万１,０００円及び繰入金４億４,１５３万３,０００円です。 

      以上が介護保険特別会計の概要であります。  

      次に、議案第２９号についてご説明申し上げます。  

      収益的収入では、水道事業収益が４億３００万円で、その主なものは水道料金です。  

      収益的支出では、水道事業費用が３億７ ,６００万円で、主なものは営業費用の原水及

び浄水費の９,３７６万２,０００円並びに減価償却費１億１,６９８万円です。 

      資本的収入では、水道事業資本的収入が２億６ ,１００万円で、主なものは企業債１億
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８,０４２万２,０００円及び補助金５,７０７万８,０００円です。 

      資本的支出では、水道事業資本的支出が３億６ ,１００万円で、主なものは建設改良費

の施設改良工事費２億６２９万１ ,０００円及び固定資産購入費７ ,７７９万９,０００円

です。 

      以上が水道事業会計の概要であります。  

      次に、議案第３０号についてご説明申し上げます。  

      下水道事業会計につきましては、総務大臣通知、公益企業会計の適用の推進に基づき、

令和６年度より公営企業会計に移行いたします。  

      収益的収入７億５,１００万円では、公共下水道事業収益が５億７ ,７４６万６,０００

円で、その主なものは営業収益の公共下水道使用料１億７ ,９８５万５,０００円及び営業

外収益の他会計負担金２億５,９２１万９,０００円です。 

      収益的支出７億４,７００万円では、公共下水道事業費用が５億７ ,５０７万６,０００

円で、主なものは営業費用の流域下水道維持管理費１億７ ,８０４万５,０００円及び減価

償却費２億６,１１６万円です。 

      資本的収入４億２,７００万円では、公共下水道事業資本的収入が３億１ ,７３５万４,

０００円で、主なものは一般会計出資金１億８,３２０万円です。 

      資本的支出４億７,６００万円では、公共下水道事業資本的支出が３億６ ,３１６万１,

０００円で、主なものは企業債償還金２億４,１００万円です。 

      以上が下水道事業会計の概要であります。 

      議案第２５号から第３０号まで一括して説明させていただきました。よろしくご審議の

上、ご議決賜りますよう申し上げ、提案理由の説明といたします。 

議 長（石坂 武君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      質疑につきましては、後日、予算連合審査会を開催いたしますので、詳細につきまして

はそちらでお願いいたします。ここでは、大枠のところの質疑とさせていただきます。  

      まず、議案第２５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第２５号の質疑を終結いたします。  

      次に、議案第２６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第２６号の質疑を終結いたします。  

      次に、議案第２７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第２７号の質疑を終結いたします。  

      次に、議案第２８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第２８号の質疑を終結いたします。  

      次に、議案第２９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 
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議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第２９号の質疑を終結いたします。  

      次に、議案第３０号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ありませんので、これにて議案第３０号の質疑を終結いたします。  

      お諮りいたします。 

      議案第２５号、令和６年度みなかみ町一般会計予算についてから議案第３０号、令和６

年度みなかみ町下水道事業会計予算についてまでの以上６件の質疑以降については、委員

会議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（石坂 武君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２５号、令和６年度みなかみ町一般会計予算についてから議案第３０号、

令和６年度みなかみ町下水道事業会計予算についてまでの以上６件の質疑以降については、

委員会議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託することに決定されました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２５ 一般質問  

 

通告順序１   ７番 鈴 木 美 香   １．新しい年度に向けての目標と庁舎内の接遇につい  

                       て  

                     ２．給食費無償化への次の段階と地域食材の活用につ  

                       いて  

                     ３．２地域居住推進に向けて  

 

議 長（石坂 武君） 日程第２５、一般質問を行います。  

      一般質問については、６名の議員より通告がありました。  

      本日は、２名の方の質問を順次許可いたします。  

      初めに、７番鈴木美香君の質問を許可いたします。  

      ７番鈴木美香君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） ７番鈴木美香、議長の許可をいただきまして、一般質問をさせていただきま

す。 

      心穏やかとは言えない新年の幕開けからはや２か月がたちました。改めて、石川県能登

半島地震の犠牲者と佐渡島を含め大きな影響に今もなお日常を取り戻すことができていな

い被災者、被災地の皆様に心を寄せ、この場をお借りしまして、一刻も早い復旧・復興を

ご祈念いたします。 

      さて、本日は、大きく３つの質問をご用意させていただきました。新年度に対するもの、

学校給食に関するもの、そして、まちの未来を大きく左右する人口動向に関わる関係人口
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の構築に関するものです。 

      今回、申し訳ございません。給食費についての質問は時間配分がちょっと読めないため、

最後に回させていただきたいと思います。これにつきましては、先日、議長はじめ当局か

らの許可をいただいておりますことを申し添えさせていただきます。 

      まず１つ目、新しい年度に向けての目標と庁舎内の接遇についてです。  

      令和６年度４月から始まるに当たっての町の方向性と意気込みをお伺いしたいと思いま

すが、その前段として、令和５年度についてお伺いすることが大事だと思いました。  

      まず町長、令和５年度の振り返りとして、この１年をどのように捉えますでしょうか。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

（町長 阿部賢一君登壇） 

町 長（阿部賢一君） 鈴木美香議員の一般質問に答弁させていただきます。  

      ５年度を振り返って、簡単に一言で言えば、無我夢中で本当に誠心誠意、町民のために

汗をかくという覚悟で過ごした１年でした。年度途中でありますけれども、町民生活及び

町民福祉の向上と農林業や観光業の一層の充実を図った年でありました。ある程度、だん

だん成果が見えてきているのではないかなというふうには感じております。  

      また、月夜野地区における小学校統合については、所在地を現在の桃野小近くで、名称

も月夜野小学校ということで、議会のご議決も賜ったところであります。前もいろいろ、

念頭の挨拶でも拝見したと思うんですけれども、合併前の自治体の名前、水上町、新治村、

月夜野町のそれぞれの旧自治体が小学校名として残すことができた、これは議会の皆さん

のご議決のたまものであります。また、目標としている令和８年４月の開校を目指して、

学校教育課を中心に鋭意今努力を進めているところでありますし、本年度についてもそれ

が重要な仕事になるかというふうに考えております。  

      振り返ってということは、大枠で申し上げるとすれば、そういう１年だったということ

であります。 

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） コロナウイルス感染症が５類移行され、行動制限がなくなり、多くのイベン

トや行事が開催されております。我がみなかみ町も観光業や商業、学校対応も、コロナ禍

を経て新たな対応を含めた日常が移ろいでおります。  

      そのような中、過日の全員協議会では、令和６年度予算書が配付され、みなかみ町の未

来に期待しながら、各課の施策や予定を確認させていただきました。細かい事業について

は後日の連合審査でお伺いいたしますが、この予算を組むに当たって、町として令和６年

度力を入れていきたい施策をお伺いします。あわせて、大事にしている要素などがありま

したら、お伺いさせていただきます。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 令和６年度力を入れていきたいという、先ほど冒頭の答弁でもさせてもらっ

たように、統合小学校の建設というのが１つの大きな柱になるかというふうに考えており

ます。今後もそこへ注力、一層開校に向けて協力しながら進めていくということでありま
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す。 

      また、町が中心となって、これから生産から消費までということで、この間、鈴木美香

議員も農林業フォーラムに出席していただいたと思います。有機農業の推進だったりとか、

また学校給食へ有機農産物の提供、また観光施設等への販路拡大、有機農産物の設置コー

ナーなど、要するに地域の魅力を生かした農業の推進、安心・安全な暮らしの実現を目指

していきたいというふうにも考えております。先般、この間お話ししましたけれども、オ

ーガニックビレッジ宣言についても、令和６年度より新規に農林課を中心に取り組む予定

となっております。 

      また、定住・移住の事業も、やっぱりこれも大事な施策だというふうに考えております。

関係人口、交流人口を増やす上でも、そういう面においてもいろいろと取り組んでいきた

い、当然のことだと思っております。また、子育て世代への住宅整備補助の強化などもし

っかり取り組んで、引き続き、住環境の整備にも取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。 

      先ほど、冒頭震災に対するお見舞いの言葉があったかと思いますけれども、町も随時、

議会でも報告をさせていただいておりますけれども、給水車と職員を派遣しております。

また、今後も要請があれば、随時対応するという用意はしているということであります。  

      いずれにせよ、町民が主役のまちづくりというものは、やっぱり基本理念として、これ

からもしっかりとその思いを心に刻んで進めていきたいと思っています。先ほど振り返っ

てというお話なんですけれども、町長と語る会、おかげさまで１３回ほど開催されまして、

それも１つの振り返ってということになりますと、自分としてはいろいろな意見を聞けた

ことは、１つの成果かなというふうに考えております。  

      またいろいろご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。  

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） 様々な阿部町長のフットワークのよさに期待させていただいております。  

      みなかみ町は、コロナ禍においてもアフターコロナを見据え、大企業との連携協定や

国・県の事業を進めてきていると思います。町としてそれらの事業の対象になったきっか

けとか要因、理由についての分析というのはされていますでしょうか。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 民間とか国とか県との分析。協定を結んでいるということは、いい関係をも

ちろん構築できているというふうに思っていますし、やはり、行っていろいろ会って、理

屈ではなくて感情に訴えて話をしてきますので、やはりただ行って事務的に、私もそれぞ

れ県とか国とかそれぞれ民間の企業のトップの方ともお会いするときがありますけれども、

やはり理屈じゃなくて、感情でみなかみ町のいろいろな課題だったりみなかみ町の思いだ

ったりということをしっかりと、熱量を加えて訴えてきております。やはりそういうこと

が多少なりともいろいろな成果として、やはり先ほど申し上げましたように、いろいろな

面で多少なりとも現れてきていると思いますし、ある意味、またみなかみには、そういう

意味では、民間も含めて着目していただいてきているのかなというふうに感じております。 
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      営業という意味では、その部分が営業になるのかなというふうに思っておりますし、ま

た、いろいろ県だとか国の公的機関との連携というのは、やはり教育や福祉とかＤＸ化の

推進なんかについては、多種多様な面でいずれも財政的支援や人的・物的支援、それに伴

う情報交換などが今後も大変重要となってくると思いますので、職員の皆さんにもそうい

う公的機関との情報の共有というものを重視するようにということは指示をしているとこ

ろであります。 

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） 本当に阿部町長の熱量を伝える、その伝えるものがみなかみ町の強みを知っ

てこその営業ができるというところだと思います。そこに町民とか子供たちが誇りに思え

る町としての魅力があって、民間企業にとっても企業版ふるさと納税の対象候補に挙げる

ことなどにつながっていくのだと思います。  

      みなかみの強みを生かした事業、また先駆的な事業は、私たち町民にとってもみなかみ

はすごいねと言ってもらえる誇れるものになります。今までも町独自の取組として過去に

一般質問もさせていただきましたが、ユネスコエコパークへの認定への先駆けとなったみ

なかみ・水・「環境力」宣言や乳幼児健診のスポットビジョンスクリーナー導入による弱

視発見検査、地域通貨ＭＩＮＡＫＡＭＩ ＨＥＡＲＴも、ほかの自治体より早く取り組み

ました。ＳＤＧｓ未来都市選定もまた自伐型林業を中心としたみなかみの強みを生かした

ものだと思います。 

      過日、山本県政においての予算発表があり、群馬モデルという言葉が折々に飛び出して

おりましたが、町の首長として新年度に向け、みなかみモデルなるものがおありかと思い

ますが、これ、ちょっと質問しようかと思ったんですが、先ほどのご答弁の中に、オーガ

ニック宣言というのをこれからやっていくというようなお答えをいただきましたので、質

問を続けさせていただきます。  

      ４月からいよいよ新年度になります。今、町長から新年度の決意をいただきましたが、

町民へのお約束の言葉として受け止めさせていただきたいと思います。言葉の次は実践に

なるんですね。行政として大事なものの１つに、接遇があるかと思います。つまり来庁者

への対応です。 

      これも大事なこととして、前町長にはご質問させていただきました。そのときの議事録

を読み返しますと、かなりきつい内容が残っていました。町民のお言葉をお伝えしたので

すが、窓口に行っても挨拶しない、笑顔もない、きょろきょろしても誰も声をかけない、

カウンターに立ってもパソコンから目を離さない。気づいても誰かほかの人がやってくれ

るだろうと目でほかの人を促す、そして、職員の大半が名札をつけていないとお伝えさせ

ていただきました。そして、私の意見として併せて一番心配なのが職員の皆様の命の保障

です。ナイフなどの刃物を持っていたり、ガソリンや灯油、発火物など危険を所持した人

が来たときに、目線が行き届かないと対応が遅れるということやほかの来庁者はもちろん

町職員の命の安全を守るためにも、来庁者への心がけをまずは上司である皆さんからやっ

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうかとお伺いさせていただきました。当時、



R6-2（3.5）第 1号 

－38－ 

阿部町長も議員でいらっしゃいましたから、記憶にあるかと思いますが、そのような質問

の答弁で、行政は町の最大サービス業、来庁者へ接遇改善について、来庁者への挨拶とか

名札をつけるとか、そういった周知徹底をするように指導してきた。住民の皆様からご指

摘があるということですので、これは謙虚に受け止めさせていただきまして、職員に対し

てさらなる指導周知を行っていきたいというふうに思いますと、当時答えていただいたん

ですが、しかしながら、残念ではありますが、いまだ町民の皆様からのご指摘は同じです。  

      まずは、名札に関してなんですが、今、名刺入れを兼務したストラップホルダーを首に

かけている方も多いですが、そもそもこれ、セキュリティカードキーに対応させた大手企

業が始めたものだと思います。業務するに当たって、名札を首からかける必要性があるの

かお伺いします。 

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 名札を首からかける必要性があるかないか、クールビズなんかも影響してい

るのかなとは思うんですよね。当時、スーパークールビズなんかで名札をつける、こうい

うシャツなんかのときに、首から下げるようになったんだと思います。今回のご指摘で、

こういう名札がいいというのであれば、また両方併用できるようなことを検討したいと思

います。 

      接遇でそういう質問を美香議員がしたということは、承知はしております。やはりそう

いう厳しい意見があるということは、真摯にこちらも受け止めさせていただいております。

私も就任してからほとんどの課長会議のときには、おっしゃるようなことの改善を課長会

議では口頭で伝えております。本当に口が酸っぱくなるぐらい、挨拶は基本なので、おは

ようございます、こんにちは、例えば先ほど来庁された方に対しても、何も見て見ぬふり

をするような職員がいるというお話、だから積極的に町民の方が、恐らく１階が主な来庁

者の方が一番多いんだと思いますけれども、声かけも積極的にしてくださいと、素通りす

るんじゃなくて、こんにちは、今日はご要件は何ですかと、そのぐらいのことは一般常識、

社会通念上、当然のことだと思いますよね。ですから、それは酸っぱく言っています。  

      だから、その変化に私も期待しているところでありますし、今日こちらに座っている課

長の皆さんも、それは課員の方々、職員の方々には十分それは伝えていてくださっている

んだと思います。だから、最後は人となりというんですか、人と接することが苦手な方と

かいろいろそういう方もいるんだと思います。その辺については、それはもう大人なので、

仕事上でできる範囲でやはりそういう親切な対応、町民の立場になって親切に対応するよ

うにということは、私も常々課長会議等でも口頭で伝えているところであります。  

      またもし何かあれば、ぜひ遠慮なく言っていただきたい、こちらへ話をつなげて、それ

ぞれの課の課長さんなりに伝えていただければ、改善するよう努めさせていただきます。

姿勢はそういう姿勢でいますので、ご理解いただきたいと思います。  

      だけれども、申し訳ないんですけれども、多少、私のところにもらうメールの中には、

よくなったという、そういう変わったということをおっしゃっている複数の町民の方もい

るのも事実です。だから、そういう形で、ちょっと変わりつつは来ているのかなというふ

うにはちょっと感じているところであります。いずれにせよ、何か気づいた点があれば、
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ぜひ言っていただきたいと思います。よろしくお願いします。  

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） ほかの自治体では、名字を平仮名表記にして着用というところもあります。

これは、個人情報の観点からだとは思いますが、住民からすれば、自分の個人情報を扱う

役場の人の名前が分からないことも、不安になる要素になりかねません。以前、当町でも

フルネームの名札をつけていた職員さんがいらっしゃいまして、お話を伺ったら、やはり

町の仕事の責任があるとの言葉をいただきました。仕事に対しての責務を背負った姿は本

当に素敵でした。ほかの自治体同様、個人情報やカスタマーハラスメント対応として、フ

ルネームではなくてもよいのです。名札着用の徹底を再指導していただきたいと思います。

その際、名札は、できたら、ぜひみなかみ町内の明るめの木材を使った読みやすい名札を

つけていただけたら、ちょっといいのかななんて、何かの話のきっかけになるのかななん

て思いました。名札は仕事に対してのプライド、社会的責任の現れでもありますので、ぜ

ひ管理職の皆様、町長、率先垂範を意識していただきたいと思います。そして、役場内を

安心できる場所として、住民サービスに努めていただきたいと思います。  

      次の質問ですが、冒頭申したとおり、順番を変え、先に二地域居住推進についてお伺い

します。 

      国の推進する二地域居住の考え方や受入れ方を町としてどのように捉えているかお伺い

します。 

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） ちょっと答弁に入る前に、１階に防犯カメラも設置しました。先ほど、刃物

とかいろいろな、そういうのがあったので、一応防犯カメラを設置してあります。  

      二地域居住推進、これは、本年２月９日に閣議決定されたんですよね。この二地域居住

推進を通して、地方への人の流れを創出、拡大するためとして、広域的地域活性化のため

の基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案が２月９日に閣議決定されたということ

であります。地方への人の流れの創出、拡大が喫緊の課題である一方、やっぱり感染症を

経て、Ｕ・Ｉ・Ｊターンを含む若者、子育て世代を中心に、二地域居住に対するニーズが

高まっており、関係人口の創出、そして拡大をし、魅力的な地域にしていくということだ

と思います。 

      るる細かい部分もあるんですけれども、美香議員については、この辺はもう承知してい

ると思います。町にとっては、これがあろうがなかろうが、やはり一層の推進はしていき

たいというふうに考えております。地理的にも恵まれたみなかみ町でありますので、そう

いう形で、交流人口の増加や移住・定住へこれは直結するものだと思いますので、しっか

りと推進はしていきたいというふうに考えております。  

      以上です。 

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） 二地域居住は、おっしゃったとおり、関係人口の創出による経済効果が大き
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なメリットになるんですが、本拠地をみなかみにしていただかなくては、人口増、税収の

増加にはつながりません。国土交通省によりますと、今回の改正案では、３つの大きな柱

の中で市町村の役割が大きく占めています。改正法案を受け、今後どのように進めるかお

伺いします。 

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 改正法案はもちろんいろいろあります。ただ、もちろんそれにのっとってや

るのがこの事業だと思うんですけれども、今それがなくても、先ほど申し上げましたよう

にこれがなくても、今までと同じに、移住・定住、関係人口、そしてみなかみのよさをど

んどん外に発信して、来てもらうようにはしていきたい。こういうことがなくても、移

住・定住にはつながるし、ましてやこういう二地域居住になっていくんだというふうに考

えています。 

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） この法案の中で、先ほど、市町村の役割という話をさせていただいたんです

が、町の権限や取組の支援策について国も後押しするような内容ですので、必要とする施

策の中で、国の予算の対象となるものがスムーズに進められるよう準備をしていただき、

さらなる地域活性を促していただきたいと思います。  

      先ほどお話も出ていました先日の３月１日のカルチャーセンターで行われた町長がご登

壇されたみなかみの農林業フォーラムでも、農林水産省農村振興局佐藤一絵農村政策部長

の基調講演の中で、２月２７日に法案がございましたので、また、翌日３月２日に前橋で

行われた自伐型林業フォーラムでは、みなかみ町にお家を建てられた移住の方が登壇され、

自伐型林業とみなかみ町の魅力について、時間をオーバーしながらもお話しされているの

を拝聴させていただきました。  

      地方創生、地方分散という中で、みなかみ町の強みであるアクセスのよさを生かし、さ

らなる農業や観光における関係人口や交流人口の受入れに移住・定住促進に力を入れてい

ただきたいと思います。 

      最後の質問になります。給食費無償化への次の段階と地域食材の活用についてになりま

す。 

      過去３回、給食費無償化を求める一般質問をさせていただきました。前回、段階的にと

お答えになったこの先の取組と、前回あえて外した地域食材の利用についてお伺いします。  

      給食費に関しては、町民の方からも折々に、今の時代、子供が少ないのだから無償にし

てもいいのではないか。ほかのところではやっているよねとのお声をいただいております。

今年１月初めに地元真政地区の初区議会の後、休日にもかかわらず、町長をはじめ課長の

皆様に来ていただきまして、町長と語る会、先ほど１３回開いたというお話がありました

が、同席させていただきました。  

      区の課題に関わる議題の後、その他のところで、参加者の方から給食費無償化について

のご質問があり、お孫さんを持つ年齢層の方からも、周辺自治体の無償化の波の中で、推

進に向け理解されていると感じました。現在、日本政府においても、小中学校の給食費無
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償化の検討を始めており、調査や議論が活発に行われております。  

      今、群馬県では３５ある市町村の中で２１自治体が小中学校の給食費完全無償化、その

ほか一部の無償化を合わせると３４自治体が独自の方針により実施しております。今年度

はみなかみ町も第３子の無償化が始まり、実施団体に含まれるようになりました。ただ、

この実施状況を見てみますと、既に給食費無償化の事業を子育て支援としている市町村が

多い中、スタートが遅れている感が否めません。 

      隣の沼田市では、４月より小中学校の給食費完全無償化が始まります。川場村や昭和村

の実施延長の漏れ聞こえる話を聞くとなると、利根沼田の５市町村は、みなかみ町以外完

全無償化になる見込みになっております。これは、教育環境の不平等さを生みかねないの

ではないかと危惧されます。  

      以前、教育長への一般質問で、義務教育９年間にかかる給食費の金額をお示しさせてい

ただきました。給食費は、小学生月額４,３００円、中学生４,８００円ですから、１人１

２か月で中学生が５万７,６００円、小学生が５万１,６００円という計算になります。そ

こで、小学生６年間プラス中学生３年間、お幾らだったかというのも示させていただきま

した。４８万２,４００円になります。近隣市町村の子育て支援として、この地域間格差

を解消するのが行政の役割であり、責務なのではないでしょうか。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 他の自治体のお話をされました。他の自治体は他の自治体でそれぞれ判断さ

れて、沼田市も無償化、やはり財源とかいろいろ心配もありますよね。行政の責任だとい

うんだったら、首長の立場として言わせれば、だったら群馬県でやってください、国でや

ってくださいよという話ですよね。  

      先般ですけれども、青森県、宮下知事のところでは、やはり青森県下の自治体に給食費

に対する交付金制度を青森県が今議会で今、予算審議、そういう動きもあるわけですよね。

ですから、給食費無償化、段階的にということは、前段申し上げました。段階的に目指す、

それは目指す方法というのは、それぞれいろいろな方法があっていいのだと思います。で

すから、一段としてそういう形で、去年からお世話になったところで、ただただ無料無料

って、何でもただにするのが子育て支援かというと、私はそうじゃないんだと思います。  

      みなかみ町は、ほかの自治体でやっていない子育て支援事業というのもかなり手厚くや

っているというふうに思います。そういうことを総合的に考えたときに、財源もそうです

けれども、教育上、食べるものが全部ただというのが、本当に子供を育てる上で本当にそ

れが真の子育て支援なのかなというような思いもしています。  

      それはやらないというんじゃなくて、いずれにせよ、例えば、町内でこの間も、美香議

員の農林業フォーラムの話、多分伝わっていると思うんですけれども、あそこで、払うん

だったらやはり町内で経済が回るように、できれば食材なんかも、これは海なし県ですか

ら魚とか肉というのを給食にというわけには、これは無理な話ですけれども、やはり町内

で回る地産地消がある程度の数字みたいな形になったときには、それは町内の経済循環、

そしてまた、そのときには、この間提唱させていただいた食農育という話をさせていただ

きました。そこでやはり子供さんにも児童生徒の皆さんにも、どういうところで僕たち、
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私たちが食べている、口の中に入れている材料がどこでできているのかという、農業の生

産者にも寄り添うようなものを私は教育上、大変今の時代大切なのかなというふうに思い

ます。 

      思いは十分理解をしております。他の自治体は他の自治体、みなかみ町はみなかみ町で、

町として他の自治体ではできない、やっていない子育て支援策をやっているということで

ご理解いただきたい。そしてまた行政というのであれば、政府は異次元の子育て支援とい

うことを言って、先ほどお話もありました、今いろいろ多分、文科省を中心に全国の調査

をしているところだと思います。そういう部分についても、やはりその動きというものは

注視するとともに、やはり期待をさせていただいているところであります。  

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） ほぼほぼ質問のお答えをちょっといただいてしまったので、これから２０分

弱、どういうふうに質問しようかなとか、組み立て直しをしながら質問してしまう形にな

ってしまうかと思いますが、国や県の責任というのであれば、取り組むべきこととするな

ら、首長として、県や国に働きかけというのはされているんでしょうか。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） それは事あるごとに、給食費の話は出ます。ただ、今の状況だと、そういう

上部団体では、多分なかなか厳しいというお話は伺っています。  

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） 私もそうですけれども、ぜひ声を上げ続けるということが大事だと思います

ので、市町村が県や国を動かすべく働きかけをしていただきたいと思います。  

      先ほど、親の自覚というか、食べ物が無料ということに対して、そういう何でも無償化

というのはいかがなものかという話がありました。先日、保護者の方にある小学校の献立

表を見せていただきました。現状給食費を払っている状態でも、給食のおいしさやバラン

スの取れたきめ細かさ、献立の工夫や食べやすい配慮、アレルギー対応に感謝をおっしゃ

っておりました。そのような保護者が給食費無償化になったからといって、親として自覚

がなくなるとは思えません。感謝がなくなるとは思えません。そういう中で、大事なのが、

町長もおっしゃられた食農育という形の取組だと思います。  

      学校給食、食教育の生きた食の教科書として、学校教育法でも教育活動の一環に位置づ

けられております。先ほどのみなかみ農林業フォーラムでも町長が食農育を考えていきた

いという中で、食品ロスをなくし、地域の生産物を使った給食の提供についてお話をされ

ていたことを挙げられたんですが、その中で、オーガニックビレッジ宣言というのも含ま

れていくことだと思います。  

      第３子に関しては、河合議員も質問をされるようですので、ちょっとこのまま外させて

いただきまして、もう一度ちょっと振り返って、４８万２ ,４００円について、もうちょ

っと言及させていただきたいと思います。４８万２ ,４００円、この差はかなり大きいと

思います。スポーツができるかもしれません。塾に通えるかもしれません。子供たちが夢
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を諦めない環境が用意できるかもしれません。子育て世代の経済的負担の解消、そして何

よりその費用を稼ぐため、働くことによって奪われる親と子供との時間を町としてきちん

と向き合う時間として使っていただくことこそが本来の子育て支援と言えるのではないか

と思われます。町長、いかがでしょうか。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 決してそれがそうとは。そうなんですかね。給食を食べさせるために親が懸

命になって働く、当然のことだと思います。それをただにして、その分を４８万２ ,４０

０円というのは学校ですよね。私はそう思っています。子供を食べさせるために、自分が

食べなくても懸命に働いて給食費を払う、食べさせるというのは、自分も子育てする上で

はそうでしたけれども、当然のことだと思います。それは私はそう思っていますし、そう

やって子育て、苦労して夜も働きながら懸命に、給食費が口座から引き落とされませんと

いう通知をもらって、例えば自分でプライベートで使おうと思った金を給食費を払ったり

とか、そういう本当に共働きで本当にいっぱいいっぱいで給食費を払ってきました。決し

て、だからといって無料になればいいなんて、当時みじんも思ったことはありません。  

      今の若い方のお母さん方はどうか分かりませんけれども、少なくとも私はそういう思い

で懸命に働き、子供に食べさせてきたということが現実でありますから、これが例えば浮

いたからといって、それは個々にこれを払っていても、もう塾に行かせよう、何かに、例

えば旅行に行こうということは、十分私は親ならできると思います。そういう意味におい

てはちょっと、その辺の考え方がちょっと差異があるかなというふうな思いがしています。  

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） 子供の食べることを親が払わないからといって、私は親の自覚が育まれない

とは思えません。今、払わないでいるというか、自治体によって払わないで済んでいると

ころに住んでいる親御さんに自覚がないかというと、そうではないですよね。ですから、

無償化にすることで親の自覚というのが薄まるとは思っておりません。  

      第３子の無償化というところで、先ほどちょっと河合議員が質問するから外すとは言っ

たんですが、ちょっと考えるところで、小中学生の３人目以降を対象とする家庭と就学支

援の必要のあるご家庭のみの施策というのは、町の子育て支援としてはちょっとあまりよ

くない気がするんです。というのは、子育て世代における子供の数や年収に差をつけるべ

きではないと思うからです。学校教育の一環として、また、町の子育て支援であるなら、

何らかの形で全ての生徒が享受できる支援でなくてはなりません。食に関することならな

おさらだと考えます。 

      前回の給食費無償化の一般質問で、段階的に限定するなら、部活や塾、進学を控える中

学生の給食費の一部に充てられないかお伺いさせていただきました。そのあたりのご検討

というのはされたんでしょうか。どこのご家庭、どこの子供でも迎える中学生、財源確保

が厳しいなら、以前も申しましたが、議員４名の削減分とほぼ同じになる金額になる中学

３年生だけでも、対象としていただきたいのです。毎年生徒数が減っている現状で、再度

ご提案させていただきたいと思います。その辺のところをお願いします。  
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議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） ちょっと違うのかなと。議員定数を減らした分を、要するに給食費の無償化

に充てたらどうだという、ちょっと勘違いしているのかなと思うんですよね。浮いた財源

を、それを決めるのは執行部側でありますし、浮いた分を給食費にというのは、それはち

ょっと理論的に違うんだと思います。執行権はあくまでもこっちにあるわけですから、そ

の辺は誤解のないようにしたほうがいいかなというふうには思います。  

      それをやれという、そういう過去にコロナウイルスが発症し始めて流行し始めたときに

は、議員報酬を減らしてそれを目的として議員皆さんの総意で、私も議員でいたからあれ

ですけれども、こういう消毒とか体感で温度をはかったりする機械を公共に設置しましょ

うという形で、それは議員全員皆さんの総意でそういう形に決定されて設置されたんだと

いう経緯があります。その辺の予算の関係はそういうことだと思います。  

      第３子の中学３年生、それは期間的にやっている自治体もあるのは承知しています。た

だ、やはり中学３年生と第３子両方となると、やはり今の状況を考えると、ちょっと全て

において検討する時間が必要なのかなと思います。  

      何もかも財源が厳しいと言っているわけじゃなくて、やはり前段、小学校統合のお話を

させていただきました。やっぱりこういう状況で、資材とかまた人手なんかも非常に心配

されて、資材なんかも入ってこなかったり、電線とかいろいろ部材が調達できませんとい

うような通達も来ているわけですよね。そういう中で今回、みなかみ町は小学校をあれだ

けつくろうとしているわけなんで、その辺の財源、お金がやはり読めない部分もあります

ので、そういう部分においても、やはり教育環境の整備として小学校建設に優先的に取り

組む、決してそれが子育て支援のことも、ハード面においては十分未来を担う子供たちに

よりよい教育環境を整備するということでは、私はハード面においては十分な子育て支援

策だというふうに認識をさせていただいております。  

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） ちょっと私も、できれば中学３年生というのはお金がかかりますので、そち

らのほうにシフトしていただくような形をお願いしたいと思って質問させていただきまし

た。 

      今年度の第３子の無償化というのは、お約束いただいた第１段階としての取組と捉えさ

せていただきますが、今後できることというのが地産地消とするなら、その道筋をどのよ

うにつけていくのかお聞かせください。今回、本当に給食費無償化に向けた次なる段階と

いうのを示していただかないと、来年度予算に対して、私も反対の意見を言わなくてはい

けないかなという覚悟はしていますので、ぜひ。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 来年度予算の反対意見、それは個々の議員でそれぞれが判断すればいいこと

だというふうに思っております。それが議員さんの役目だと思っています。  

      これからのスケジュール感というんですけれども、やはりこの間もお話しさせていただ

いたと思いますけれども、加工場、やはり必要だというふうに認識をしております。ただ、
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新しいものを建設というのは、今の状況でやっぱり厳しい状況がありますし、必要はない

と思っています。ある施設を有効に活用する、そして、そのために令和６年度からちょっ

と調査に入らせていただこうと思っています。  

      やはり加工場というのは、いろいろな果樹も盛んですし、株式会社たくみの里では、ち

ょっと小型なりんごジュースを絞る機械を導入したみたいなんですけれども、やはり給食

に対応するとなるとそれなりの加工場的な、総合的な加工場みたいな施設は必要だと思っ

ていますし、動き出して来年度から調査に取りかかるということでご理解いただきたいと

思います。 

      またその中で、出荷する生産者の方とか面積とか、いろいろな状況もありますので、直

売所の連絡協議会を通じて、いろいろそういうシステムの構築なんかもちょっと支援して

いかなければいけないのかなというふうな思いはしております。  

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） ちょっと残り少なくなってきたので、今後、県や国も動き出すことでしょう。

その暁には、地域で育て育む郷土愛をぜひ給食という場を使っていただきたいと思います。

全ての子供たちが平等に栄養バランスのよい食事ができる給食を無償化することで、学校

教育現場において最高の食育の場にしていただきたいと思います。給食がどのような方が

田畑に入り、時間と労力をかけ生産し、たくさんの方が食材を加工し運び、今、目の前に

あるのか、そして食器を洗ってくれているのは誰なのか、しっかりと仕組みを説明し、町

の皆様の支えで給食を、例えば無償になったときは、町の皆様の支えで給食を無償でいた

だけることや保護者の皆様に元来かかっていた給食費の無償化による経済的また精神的負

担の軽減をお子様と話し合う機会を持っていただくことが大事なのだと思います。  

      そこで、無償化された分を子供たちにどのように使ってもらうのか、一部でもいいから

子供たちの将来や夢のために学習や体験など学びのために費やしていただくことを具体的

に考える時間というのを時間割の中に組み込んでいただきたいと思います。そういうのが

大事だと思います。無償化になった場合ですけれども、無償化をすることによって、本来

支払うべき給食費の代わりにできること、塾に行きたい、野球をしたい、飛行機に乗りた

い、馬に乗りたいなどといった夢を親子で話す時間を毎学年設けることをご提案させてく

ださい。 

      給食費の無償化がみなかみで育っていく子供たちの人間形成の一助となり、将来このみ

なかみ町に育ててもらったという愛郷精神にもつながることになります。義務教育の終わ

る中学校卒業のタイミングで、町報などで給食費無償化の下支えをされた町民への御礼の

作文など掲載することで、町民の方々の一層のご理解もいただけるかと思います。ほかの

自治体ではここまでやってはいないのではないでしょうか。この仕組みをぜひみなかみモ

デルとして、無償化に踏み切っていただきたいと思います。  

      無償化が当たり前にならないよう、食育という教育へしっかりとつなげることで、価値

ある施策になるかと思います。その辺のところ、いかがでしょうか。  

議 長（石坂 武君） 町長。 
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町 長（阿部賢一君） 持論を展開されたというふうに思います。美香議員のそういうお考えはお考

えで、尊重は十分させていただきたいと思います。  

      無償化、無償化というんですけれども、地産地消を含めてお話ししたことは理解してい

ただいていますよね。そうなったときに、やはり愛郷心というんですか、郷土愛を育むた

めには食を通じて教育という部分については共感させていただきます。今までも私、答弁

させてもらっていますけれども、全てがそれが本当の子育て支援、給食費を払わなかった

分があるから夢を追えないということはあり得ないと思いますし、普通にその部分が子供

の夢を追えないとか飛行機に乗れないとか、そういうことには私はつながらないと思いま

す。本当に困っているご家庭の方には、ちゃんとした制度で支援する制度があります。で

すから、本当に困っている人には手は差し伸べているということでご理解いただきたいと

思いますし、いずれいろいろな形でいろいろな思いが形成されたときには、やはりそうい

うことも全てを含めて考えさせていただきたいと思います。  

議 長（石坂 武君） 鈴木君。 

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） 教育長はその辺の食育について、一言いただきたい。  

議 長（石坂 武君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇） 

教育長（田村義和君） 鈴木美香議員の質問にお答えいたします。 

      とても鈴木議員の考えていることは大切なことだなというふうに思います。学校の中で

も、実際に食育のほうは給食の時間や特別活動、様々な時間において行われておりますの

で、給食の無償化に絡めてということはないと思うんですけれども、食を大事にする、地

域の産業を大事にする、そういうことは、これからも引き続き学習の中で取り組んでいき

たいと思います。 

議 長（石坂 武君） 鈴木君、時間が迫っていますので、簡潔にまとめてください。  

（７番 鈴木美香君登壇） 

７ 番（鈴木美香君） 町長の芯にある子供や町の宝という思いは、冒頭の地域の皆様の言葉にとっ

ても町内全ての皆様も思っていることだと思います。折しも本日、高校受験の発表という

ことで、子供たちに満開の桜が咲くことを祈念いたしまして、フットワーク軽い町長のみ

なかみファンクラブ代表としてのご活躍等にご期待を申し上げまして、私からの一般質問

を終わりにさせていただきたいと思います。  

      以上です。 

議 長（石坂 武君） これにて７番鈴木美香君の質問を終わります。  

      ここで暫時休憩とします。再開を午後１時からとします。 

（午前１１時５７分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開）  

議 長（石坂 武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

──────────────────────────────────────────── 
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通告順序２   ５番 茂 木 法 志   １．災害等に必要な避難所整備について  

 

議 長（石坂 武君） 次に、５番茂木法志君の質問を許可いたします。  

      茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） 議席番号５番茂木法志。 

      議長の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問させていただきます。  

      今回の質問は、災害時に必要な避難所整備等について、幾つか確認も含め質問させてい

ただきます。 

      それでは、進みます。 

      １問目ですが、町内における避難所整備について、現状と今後の考えをお聞きいたしま

す。 

      まず、今年１月１日に発生した能登半島を震源とする大規模地震により、多くの犠牲者

が出てしまいました。そして、今なお被災され避難所生活など、厳しい状況は続いていま

す。 

      今回発生した地震により避難所へ避難した方々は、一時的に３万４,０００人が体育館

や集会所など１次避難所に避難、その後、１.５次避難所や２次避難所、こちらのほうへ

１万４,０００人の方が１月３１日の時点で、こちら集計ですが避難をされたそうです。  

      群馬県は比較的に災害が少ないとされていますが、こちらはいつどこで起きるか分から

ない災害に対して、町民の安心・安全を確保するためにも日頃からの備えが必要だという

ことは言うまでもないかと思います。  

      町としても感染症対応避難所開設マニュアルや要援護者避難計画、災害計画など整備を

はじめ自主防災組織の推進、そして昨年３月防災マップ、こちらの更新するなど、災害時

に対しての備えを進めているところではあるかと思います。  

      そこで質問です。直近で起きた能登半島地震発生後、今回様々な教訓があったかと思い

ますが、町として見直したことや再確認したことがあるか、お伺いいたします。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

（町長 阿部賢一君登壇）  

町 長（阿部賢一君） 茂木議員の一般質問にお答えさせていただきます。  

      初めに、見直したことがあるかと、その前に状況等も含まれた質問だというふうに思い

ますので、両方含めて答弁させていただきます。  

      みなかみ町避難所は、町の地域防災計画に基づき、現在１２９か所の施設を避難所とし

て指定し、その他にも８か所の施設を福祉避難所に指定しているのが現状であります。避

難所開設に当たりましては、災害対策本部が災害の規模や種類などの状況に応じてその都

度決定しております。風水害または雪害の発生のおそれがある場合及び災害が発生した場

合に、安全が確保されるまでの間、あるいは住宅の被害が復旧されるまでの間、指定避難

所等で当面居場所を確保することは、町民の安全を確保するとともに精神的な安心にもつ
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ながるものであります。 

      能登半島地震の発生後、町の見直したこととか検証についてなんですけれども、町とし

ては今回のような大規模災害が発生し、避難所生活が長期化した場合の避難所を見直す上

で、例えば冬だとすれば温かい食事等を提供できる避難所体制や今回も浮き彫りになりま

したトイレ等の衛生対策、そして冬期間だとすればやはり寒さ対策を研究していく必要が

あるというふうに考えております。  

      まず、すぐできることとしては、地震が冬の時期に起きた場合に備えて、大型の赤外線

灯油ヒーターの導入、そして毛布やマット等の備蓄の数を増やすなどといった対策に取り

組むとともに、町内６か所の自主避難所の災害対策用備蓄物資について在庫の総点検を実

施し、不足している物資については補充を行いました。それが取りあえず１次答弁という

ことで、お願いします。 

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） お答えいただいた中で、早速この能登半島で起きた地震に際しての教訓を踏

まえて対応していただけたことを感謝いたします。  

      その備蓄、避難所の整備というところで備蓄というものは重要なものになってくるとは

思うんですけれども、その前にこの災害が起きたときの協定ですよね。協定結んでいる市

町村、また各種団体、協会などについてちょっとお聞きしたいんですけれども、避難所開

設とともに連携が必要になってくるのが、国や県をはじめとする各市町村や各種団体など

の支援が必要になるかと思います。  

      そこで災害協定について、現状の協定実態と各協定先との協定内容についてお聞きした

いと思います。 

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 間違うとあれなんで正確に答弁させていただきます。  

      災害協定結んでいる他の自治体、また協会ということなんですけれども、現在、沼田市、

片品村、川場村、昭和村、そして昨年協定結びました明和町、千代田町、取手市、中野区

と災害時における相互応援協定を締結しております。内容については、災害時における応

急措置及び復旧に関する相互応援として、食料、飲料水及び生活必需品並びに資機材の提

供、救援及び救助活動に必要な職員の派遣、車両等の提供、ボランティアのあっせんなど

があります。 

      また、団体、協会との協定ですけれども、建設業協会、水道設備業協会と協定を結んで

おり、令和６年４月からは電気設備業協会が新たに加わる予定となっており、災害応急対

策業務に関する基本協定を締結する予定であります。内容は、町が管理する施設に災害が

発生し、応急対策業務の協力を要請し、迅速かつ的確に対応することを目的としておりま

す。 

      ただ、このほかにも例えば本当に大規模な災害の場合には、もちろん県、そして自衛隊

の相馬原でしたっけ、駐屯地の大隊長って一番偉い方とは協定といいますか、いつでも何

かあったときは頼りにしてくださいというお言葉をいただいております。 
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      それと、このほかにもいざというときのためにいろいろここだけが災害という、例えば

近隣のトイレなんか考えた場合、本当に大規模な地震があったときは、恐らくここがああ

いう被害を受ければ隣の沼田市とか被害を受けると思いますんで、そういうときには本当

に大規模な形で、今回のああいう形の要請がするようになると思います。  

      以上です。 

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） ありがとうございます。 

      各種団体または自治体と協定を結ばれているということで、引き続きこちらのほうの推

進を図っていただきたいと思っております。  

      先ほど町長の答弁で備蓄のことについてなんですけれども、今回の能登半島の教訓につ

いて、ヒーターなど追加していただいた項目あると思うんですけれども、この備蓄品と備

蓄箇所についてお聞きします。 

      町が指定する備蓄箇所は、中央公民館、新治支所、水上社会体育館、にいはるこども園、

藤原小学校、カルチャーセンター、この全６か所かと思います。この備蓄箇所についてど

のような想定で選定しているのか、また備蓄品はどのような計算を基にして算出して整備

しているでしょうか。 

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 計算と備蓄の了得というふうな質問だと思いますが、町が６か所については

５０人が避難することを想定し、１日３回分の保存水、アルファ化米３日分をローリング

ストック方式で３００人分の備蓄をしていますが、避難所生活が長期化するような場合の

対応として、災害に備え、これも協定締結しているんですけれども、生活協同組合コープ

ぐんまさん及び株式会社伊藤園さん等と応急生活物資及び飲料水の供給に関する締結をし

ております。物資が不足する可能性がある場合は、随時そこに限らず要請はしていきたい

と思いますし、恐らく要請にはどこの事業者さんも応えてくれるんだと思います。  

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） 算出方法分かったんですけれども、選定、ここの箇所、備蓄箇所を選定して

いるのは、すみません、ちょっとさっき聞き漏らしたかもしれないですけれども、選定し

ているのはどういったことでしょうか。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 地区が３か所に分かれているということです。  

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） 町長の考えをお聞きしたいんですけれども、その備蓄箇所は６か所というこ

となんですけれども、これは町内について多いとお考えなのか、もしくは少ないと考えて

いるのか、そのあたり。 

議 長（石坂 武君） 町長。 
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町 長（阿部賢一君） 多い、少ないといえば適正な取りあえずは数なのかなというふうに認識、た

だああいう災害が仮にですよ、起こった場合に、もちろんこれだけじゃ足りないというの

はもう議員ももちろん承知していると思いますけれども、起きましたといったときに、誰

もがあれだけの災害ならば、こっちからでもこうやって何でも送ろう、送ろうという動き

になるわけじゃないですか。ただその都度向こうも、受け側も混乱しますよね。じゃなく

てやはり整理して行政が窓口になって、先ほど申し上げましたように協定結んでいるとこ

ろにはもちろん優先的にお願いしますけれども、例えば町内のコンビニあるとか、例えば

みなかみだけ被災して、沼田市なりほかの近隣の自治体が被災していない状況だとすれば、

沼田市にももうスーパーなり大型スーパーなりって、とにかくこういう状況なんで長期化

しているので何とか頼むと言えば、それはそのとき発災して何日かたったときには賄える

んだと思います。 

      お互いさまで、今回みなかみ町も給水活動で困っているときはお互いさまの精神で、も

ういつでもまた要請があれば行くというお話をさっきも答弁させていただいていますけれ

ども、やはりそういうことなんだと思います。ただ、数だけ用意しておけばいいというも

のじゃないと思いますし、いざというときにはそういうやっぱり近隣の自治体とか、また

遠方の方でも送ってもらうとか、そういう形では対応できるんだというふうに思っており

ます。 

      仮にほかの自治体がそうなったとしても、みなかみ町にあるもので使えるものであれば

どんどん送る。仮に先般も去年でしたっけ、取手市で浸水被害があったとき、みなかみ町

から要請がないけれども自発的に水を送らせていただきました。市長からありがとうござ

いますといって直接お礼にも来ていただいて、そういう現状もあります。 

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） ありがとうございました。町長の考えが聞けたので良かったです。  

      その備蓄に関しては備蓄分散という考えもあると思うんで、先ほどの町長の答弁の中で

もそれも含まれているのかなと解釈します。  

      次に、地域防災計画において、各家庭最低３日分の食料備蓄をとの周知をされていると

ころですけれども、実際にどのくらいの家庭がその意識を持って取り組まれているかなど、

こちら把握は難しいとは思うんですけれども、されているかどうかということと、あとま

た防災計画をつくり、配布する以外にも継続した啓発活動など重要性感じるところです。

備蓄の分散を図る上でも各家庭の備えに対する行政としての周知対応のほうをお聞きしま

す。 

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 町民自ら最低３日間の予定で、うち、あした食べるものの心配しているよう

なあれなんですけれども、最低そういうことで３日間ということはお願いして、やはり周

知というのは、恐らく今回あれだけの本当に日本が震撼するようなあれだけの災害があっ

たわけで、まさに防災意識がここで皆さん、その点については高まっているんじゃないか

というふうに思います。 
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      やはり事あるごとにホームページとか広報とか、やはり去年配ったあれってもうしまっ

ちゃえばそのままですよね。なかなか取り出して見るということもない。ただ、今回のこ

ういう災害を見たときに、実際に１回見て開いて、自分はどこに避難すればいいんだろう、

うちの家族はどこに行けばいいんだろうとか、例えばみんな仕事で分散、家族もみんなば

らばらになっているときのそのときの非常事態のときの連絡方法はどうしよう、どうしよ

うって家族会議でやっぱり確認をし合っていただいたり、あとは広報、ホームページ、事

あるごとに危機管理室を中心として啓蒙、啓発活動に努めさせていただきたいと思います。  

      やはりふだん、平時こうやって災害がないと、なかなか自分の身に起きたときのことっ

てなかなか想像できませんけれども、ただああいう今でも苦労して不安な生活を送ってい

る被災者の皆様を目にするときに、やはり自分に置き換えてもう一度自分の身、自分の家

族のときのことを想像して考えていただければと思っています。  

      また、我々としては、町民の生命と財産を守るのが最大の責任でありますんで、そのた

めにも茂木議員が今おっしゃるどういう周知しているかということについては、事あるご

とに町民の皆様にしっかりとおつなぎしていただきたいと思います。やはり自助、公助、

共助、それは原則かもしれませんけれども、行政ができる範囲というものも恐らく限られ

てくると思います。いざ発災、あれだけ災害が来たときは。でもやっぱりできることはす

る行政の役割を果たす用意というものは、いつも危機感と緊張感を持って当たりたいと思

っています。ありがとうございます。  

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） 町長の答弁のとおり私もそう思っていますので、やっぱり日頃災害がないと

やっぱり忘れてしまうところはあると思うので、そのあたり引き続きまめに啓蒙活動して

いただければと思います。 

      次に、自主防災組織の推進、これ整備する上でも町の取組として大事なところになって

くると思います。自主防災組織推進に向けた町の取組について、現状と今後の課題につい

て、まずお聞きします。 

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 自主防災組織、それぞれの地域で組織をさせていただいている、大変心強く

感じております。やっぱり地域の活動を通して、顔の見える関係ですよね。それってやっ

ぱり安心につながるんだと思います。それで、行政による公助だけでなく、やっぱり先ほ

ど申し上げましたけれども自ら身を守る自助、さらには個人、組織、事業所等の連携など

で共助の体制をつくる。また、そのためにこの組織というのは多少役割を果たしていただ

いているんだというふうに思います。  

      また、そのような活動に対してみなかみ町自主防災組織活動補助金交付要綱を制定し、

自主防災組織が実施する活動に対して補助金を交付し、支援をしているところであります。

実績としましては、令和３年度９団体、令和４年度が１８団体、令和５年度は現在のとこ

ろ１６団体が活用していただいており、年々増加傾向にあり、今後もやはりより多くの行

政区に活用していただいて、地域の防災の強化を図ってもらいたいというふうに考えてお
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ります。 

      そして、今後なんですけれども、自主防災組織の役割は大変その地域、地域にとっては

大きな役割だと思います。そういった中で運営するに当たっては、やはり課題もやはりあ

ります。構成員なり住民の高齢化、また災害時の組織が機能するかなどの不安も挙げられ

ております。高齢化が進む中で若者が全く参加しないと、組織の弱体化や維持管理が難し

くなっていくと考えられております。現役世代の人たちが活動に関わっていくことが重要

であり、地域防災への関心を高めるためには行政の支援、お金だけじゃなくてもいろいろ

な面もありますから、とにかく防災に関するアドバイスをすることが役割なんかなという

ふうに考えております。 

      茂木議員も現役の消防団員というふうに承知しているんですけれども、やはり消防団員、

やはり顔が見える、地域で顔が見えるということは非常に、先ほども答弁させていただき

ましたけれども、高齢者の方とか、どこの何々さんちの何々さんだという顔が見えるとい

うことは非常に安心感を与えるんだと思います。いわゆるその地域の自主防災組織につい

ては、消防団の役割というのも大変重要な役割を担っていただいているというふうに思い

ます。 

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） 各行政区ごとに防災の計画や防災の対策、防災の意識のこちら差があるのが

現状だと思いますけれども、ただ年々自主防災組織の補助金のほうも活用が広まって、備

えが増えていっているのかなと思っております。  

      そこで、この自主防災組織推進に向けたその補助金の活用の状況踏まえた対応方法につ

いて、１点お伺いしたいんですが、身近な避難施設、対象となり得る、先ほど町長、行政

区ということなんですけれども、この補助金の内容が団体だとかといったところでも補助

になるよとなっているんですけれども、そこの中に含まれる、含まれないもお聞きしたい

んですけれども、例えば避難施設、対象となり得る法人施設などに対する補助対象の追加

の考え等はありますでしょうか。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 施設の対象の追加という質問だと思うんですけれども、現在は自主防災組織

の活用の補助金は、地域防災活動を行う行政区または地区住民で組織された団体となって、

承知していただいているんだと思います。避難所への補助については、みなかみ町地域防

災計画に記載された避難所を対象とした事業であるため、補助対象とはならないというこ

とですよね。 

      現在、指定避難場所は公共施設をしており、民間施設の追加については、やはり今後は

考えなければいけないんかなというふうに思って、地区地区でそれなりにクリアしている

施設ですよね。耐震補強してあったりとか、例えば床面積ある程度のそういう状況、基準

をクリアしている施設があれば、そういう部分をやっぱり見てやっぱり調べる調査必要だ

と思いますんで、あればそういうところ出向いて、調べて調査して研究するということで

ご理解いただきたいと思います。今の質問は大変ありがたい話だというふうに認識をさせ
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ていただいております。 

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） ありがとうございます。そうすれば検討として指定避難所、それ検討した上

でですけれども、そこに対象となれば、その範囲としてなる可能性は十分にあり得るとい

うことですね。ありがとうございます。  

      これ、何で聞いているかといえば、やっぱり備蓄の分散とかいろいろやっぱり備えとし

て広めていくために必要なことを今お聞きしているんですけれども、能登半島のその地震

においても道路など寸断によって物資の供給ができず、対応が遅れたなどのケースが発生

していたかと思います。こういったときに災害時１つ気になる点が、孤立集落に対して今、

現状、国のまた自衛隊等が入る前ですよね。想定している孤立集落に対する物資等の運搬

方法についてお聞きしています。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 今回もやはり海上が駄目で、海底が隆起して船が着けない。やっぱり一番活

躍したい陸路は道路が損傷していて行けないというと、やっぱり空からが一番期待、有効

的だったというふうに思います。 

      みなかみ町もやっぱり孤立、道路が寸断した場合、孤立する場合があるんだと思います。

過去に水上地区においては土砂災害で寸断されたという実際に起きた災害もあります。そ

のときはやっぱり空からが一番、ヘリコプターですか、いいのかなと思います。そういう

意味においては、やっぱりヘリポート、ヘリポートといいますか、正式なヘリポート、非

常事態のときのヘリポート、例えばスキー場の駐車場、須川平に行けばアイチコーポレー

ションも過去にも降りたこともありますし、それはパイロットの判断だと思うんですけれ

ども、やはりそういう可能性があるところはある程度何か所かあるべきだと思います。  

      例えば今回思ったんですけれども、赤沢スキー場の駐車場、茂木議員ももういって、あ

そこは十分ヘリポート着陸できる施設でありますし、あれはそういう場所で、やっぱり非

常時のときのためのヘリポート的な施設としてあってもいいんじゃないかというふうに認

識しております。 

      あと陸路寸断された場合は、あとは人海ですよね、やはり。目の前、あそこまで行かん

で道がないといったら、リュックでも何でもしょって歩いて救援物資を届ける。去年、猿

ヶ京の寸断されたあそこは、たまたま５０シーシーのバイクで行ける道がありましたんで、

自分もリュックしょって危機管理室の職員と２人で、水とお米と何だろう、何かをビーン

ビビーンというんで届けさせていただきました。やはりいろいろなそのときそのときの場

所と時と場合によって、それは臨機応変に対応して届けるようにします。  

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） 今、町長からヘリでということでちょっとお話があったので、これ１つ提案

なんですけれども、みなかみ町にヘリステーションというところをぜひ考えていただきた

いなと思っています。ヘリステーション。昨年の秋口に遊覧やったと思うんですけれども、
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あれ谷川岳の遭難なども含めて、またヘリのパイロットの養成等も含めた形でみなかみ町

にヘリステーションを検討することで、こういった災害時についてもヘリがすぐ離発着で

きるような仕組みができるんではないかと思いますので、そのあたりも検討していただけ

ればと思います。すみません、ありがとうございます。  

      それで、次に、災害時を想定した研修等の開催についてお聞きします。  

      町内でその研修や防災センター、群馬県の防災センター等を活用した行政職員の災害研

修の実績をお伺いします。 

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 研修、令和４年度よりＢ＆Ｇ財団支援事業を活用した防災拠点の設置と災害

時総合支援体制の構築事業により、小型車両系の建設機械講習や給水訓練、救助艇研修会

等を開催しております。災害発生時に応急対策の主体となる町職員が防災教育を通して防

災に関する知識と適切な判断力を養うことができるため、積極的に参加をしているところ

であります。 

      また、３月２日、３日に開催された地域防災避難所開設研修では、避難所運営に係る実

践的な研修を行い、自主防災組織、防災士、町民の皆様が参加され、災害研修の実績とし

ましては、４年度が１９２人、５年度が１５４人と多くの方に参加をしていただいており

ます。また、行政の役場の職員も積極的に参加をさせていただいております。  

      いずれにせよそういう防災関係の研修とかがあれば、もう極力研修には参加していただ

くような体制は取っていきたいと思っております。  

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） ぜひ積極的に参加していただき、また自分も参加したいと思いますが、その

研修、効果とまた研修から得た成果など把握しながら、今後の推進していただければと思

います。 

      次に、避難生活における環境整備についてお聞きします。  

      こちら、プライバシーの保護のための仕切り、女性に対する配慮、女性専用のスペース

や個室、更衣室等の確保に対する対策についてお聞きします。この質問は、以前に同僚議

員よりも一般質問でありましたが、その後の経緯も踏まえ、質問させていただきます。 

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 大切なことだと思います。女性、あとお子さん含めてやはり大切なことだと

思います。ストレスがたまるのが長期間になると発生することというのはあるのかなとい

うふうには想像します。プライバシーや空間が確保できないと、例えば着替えだったりト

イレといった日常の何げないことが途端にストレスになるというようなお話も伺っており

ます。 

      被害の大きさによっては長期にわたる避難所生活になることもあり、プライバシーの観

点から、パーティションをワンタッチ式と段ボール組立て式を合わせ１０３張りを整備し

ております。新たに開閉しやすいカーテン式のパーティションを２４張り整備させていた

だきました。これも前段のお話で今回の検証というか、それをしたことを踏まえて対応さ
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せていただいております。 

      避難所は、やっぱりたくさんの人が狭い場所の空間で共同生活をすることになりますの

で、やはり困難を感じた方や必要な支援に違いがあるということを前提に、避難者のプラ

イバシー、要介護者、女性や子育て家庭を守るための工夫を行いながら、誰でも安全で安

心で過ごしていただける避難所の運営にこれからも努めていきたいと思いますし、そのた

めに何が必要で何をすればいいかということを危機管理室を中心に今後検討させます。  

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） ぜひお願いいたします。 

      それで、次の質問なんですけれども、災害時、やっぱりペットを連れて避難に来られる

方も想定されると思うんですね。その際に現状と避難に対する想定対応、また町として今

後ペット避難所の設置に対する考えについて。このペット避難所というのは事前にルール

づくりが重要かと思っていますが、そのあたりについての考えをお聞きします。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 今回のあれを見ても、ペットだと車の中でペットと一緒に過ごしたりと、も

ちろん小さいこういう猫でも犬でも、ペットといえども飼っている人は本当に自分の子供

と同じで、家族と同じだというふうに思っています。ですから、そんな粗粗にはできない

ということは十分承知しております。  

      ただ、どういう形でということになってしまうと、やっぱり共同生活、避難所の生活に

なるとやはり衛生面、臭い、あとアレルギー、様々にいろいろの方がいますんで、今後は

やはりそれが原因でまたトラブルになってもやっぱり困りますんで、避難所の外ですよね。

やはり考えられるのは、やっぱり外にペットスペースを確保することやまた避難所をこう

いうふうに完全にシートというかあれで、空気も行ったり来ないような完全に仕切れるか

というとなかなか難しいんだと思います。車とか使用することが一番今のところは考えら

れるのかなというふうに考えております。 

      これからどういう、そこの部分においても、これ、どこの自治体でもやはりペット飼っ

ている方って多いんで、いざそういうところで起きたときにはどうするかということは、

これはうちも、みなかみ町もそうですけれども、ほかの自治体の例なんかがどういう例が

あるかということもやっぱり参考にしながら、検討しなければならないのかなというふう

には思っております。ただ現状、こういう広い体育館の中で犬、猫、猫はこういう箱。 

（「ゲージ」の声あり） 

町 長（阿部賢一君） ゲージというんですか。ゲージで入れておけるんかもしれませんけれども、

やっぱり大型犬も飼っている方って結構最近多いような気がしますんで、そういう場合に

は、やはり一緒というわけにはなかなか難しいのかなというふうな気はしています。そう

いうことでよろしいでしょうか。  

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） 考えはお聞きしたので、伊勢崎市のほうでペット避難所というのを１か所、
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使用されている体育館を利用してやられているということで、ただそちらも話を聞きにい

くと、やっぱりまだまだペットに対しての備蓄とか、あとは避難したときのルールづくり

とか、そういったのはまだそこまで議論されていないそうなんですけれども、一応設置と

して、どこに連れていけばいいかということぐらいは分かるようにしているというところ

はありましたので、そのあたりも参考にしていただいて、検討していただければと思いま

す。 

      次に、２番の質問なんですけれども、教育施設における避難所指定について、災害を想

定した上での現状の対応と課題についてお聞きします。  

      地域防災計画の文教対策にも記載項目あることも含めて、まず教育現場において、災害

時における初動についてお聞きします。想定としてどのようにされていますでしょうか。 

議 長（石坂 武君） 教育長。 

（教育長 田村義和君登壇）  

教育長（田村義和君） 茂木議員のご質問にお答えいたします。  

      学校施設については、ご存じのとおり災害時の指定緊急避難場所及び指定避難所として

指定されていますので、町の災害対策本部から要請があった場合は、速やかに避難所とし

て学校を開放しなければなりません。例えば豪雨災害の場合は、最初に開設する町内６か

所の避難所に藤原小学校が指定されていますので、藤原小学校につきましては一番最初に

要請が来るかなというふうに思いますけれども、速やかに避難住民を受け入れる体制を整

えてもらいます。具体的には、町の対策本部からの要請を受けて、校長はまず使用範囲の

安全点検とどこからどこまで使っていいかというその区分け、それを行いまして、施設を、

体育館になると思うんですけれども、体育館を開場して、町職員と避難所運営の協力業務

を行います。で、町の担当の方に引き継いでいくというような形になります。 

      学校の授業時に、例えばこの前みたいに能登半島地震のように大規模な地震が発生すれ

ば、緊急に住民が避難してきた場合については、教職員が児童生徒の安全を確保するのは

まず第一ですけれども、それとともに避難所として住民の受入れを行わなければならない

ということでかなり大変な状況になるかなというふうに思いますけれども、いずれの場合

におきましても、町の災害対策本部の要請を受けて、教職員が避難所運営の協力業務を行

って、町の職員に、町の職員が到着した後は速やかに引き継いでいくというような形で対

応していくことになっております。  

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） そうしましたら、次に、災害の被害が長期化した場合、教育施設としての想

定している生徒への対応と、あと文教対策のほうに、校舎の一部が使用できないときは、

残存施設を活用しということで、必要に応じて二部授業を実施するということが書かれて

いるんですけれども、この残存施設とはどこまでを想定されているのか、お聞きします。  

議 長（石坂 武君） 教育長。 

教育長（田村義和君） まず、災害が長期化した場合、学校の対応ということになりますけれども、

町は学校を避難所として指定する場合には、学校は教育活動の場であることから、避難所
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としての機能は応急的なものに学校は位置づけられています。ですから、長期化する場合

については、学校に避難をしてこられている方々を違う公共施設等へ避難の場所を変えて

いただくとか、そういうふうに行いまして、早急に授業を実施できるよう関係機関と調整

をしていくということになっています。  

      やむを得ず学校を避難所として利用していかなければならない、しかも先ほど言った一

部が使用できないというのは、耐震補強しているから大丈夫だとは思うんですけれども、

崩れて校舎の半分が使えないというような教室が半分しか確保できないとかという場合に

は二部授業ということで、午前の部とか午後の部と２つに分けて授業をしていくというよ

うなことで、文教対策のところでは二部授業というふうに記載されているというふうに認

識しております。 

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） 理解できました。ありがとうございます。  

      教育施設における災害起きたときのちなみに備蓄品等の整備状況と、また備蓄品がある

とすれば、その見直し状況というのはいかがでしょうか。  

議 長（石坂 武君） 教育長。 

教育長（田村義和君） 学校により多少違うんですけれども、備蓄品は、アルファ米や救給カレー、

クラッカー、水などはほぼ全部の学校に１００食分ぐらい保管していることをちょっと確

認、調査して確認しております。  

      最初に開設する６か所の避難所に指定されている藤原小学校は、それだけではなくて、

ちゃんと毛布だとかほかのものもちゃんと備蓄されているというような状況ですけれども、

やはりちょっと学校についてばらつきがありますので、今後は危機管理室と協議しながら、

補充や入替えも必要になってくると思いますので、それができるよう検討していきたいと

いうふうに思います。 

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） ぜひその備蓄の見直し含めて、賞味期限近いものはローリングストックも含

めてなんですけれども有効活用できるように、教育施設にある備蓄類もやっていただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。  

      最後の質問なんですけれども、最後って最後の項目、避難所において合理的配慮を踏ま

えた町の対応についてお聞きします。  

      避難所での合理的配慮ということで考えると、福祉避難所の役割が重要になってくるか

と思います。そこでまず福祉避難所の開設について、専門的なスタッフの支援ができるス

タッフの対応など、こちらのほうどう対策として考えているのか、お聞きします。  

      町長、これ障害の抱えている親御さんたちからのちょっと声として、福祉避難所といっ

ても、指定されているけれどもどこへ行ったらいいか分からないとか、ちょっと行きづら

いというような、ほかの人に迷惑かけるのではないかといった声が町民の方々からもある

ことを添えて、ちょっとこちらのほう質問させていただきたいと思います。  
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議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） 合理的配慮ということで、そういうちょっと弱い立場の方がどこ行ったらい

いかとかそういうことだと思います。  

      今年度からでもそういう計画、避難計画作成には取り組んでおります。個別の今、茂木

議員がおっしゃったのは、お子さんとか高齢者の要介護も含めてということですよね。令

和５年度については、河川洪水浸水想定区域の方を対象として個別避難計画に関する意向

確認調査を実施したところであります。７５歳以上の高齢者世帯については、民生、児童

委員にロクイチ調査の際に意向確認調査を依頼し、それ以外の方につきましては、文書に

より通知を出し、意向確認調査を実施しているところであります。個別避難計画の策定対

象者は３,１４３人おりましたが、策定には本人の同意が必要となりますので、令和５年

度の個別避難計画策定該当者につきましては５６名となり、要支援者個別避難計画作成を

総務課で実施するとともに、社会福祉協議会に計画の作成を委託し、今年度については３

月末までにその避難計画を完成させる予定となっております。  

      ただ、茂木議員おっしゃるように非常に大事なことだという認識は十分あります。やっ

ぱり本来は、そういう弱い立場の方々を最優先すべきではないかというふうにも考えてお

りますし、どこ行く場所が分からないというお話でしたけれども、いわゆるそれはいつ何

があるか分かりませんから、いつでもどこでもそういう福祉避難所はここですよというこ

とは、やはり先ほどの避難防災意識の啓発と同じに併せて町民の皆様に周知したいと思い

ます。 

      また、やはりそういう仕事に携われる町民の方々もいますよね。そういう方々にもやは

りこういうところは福祉避難場所になっていますよということはやはりお知らせして、そ

の方から例えば要介護の方にお伝えしていただくとかいろいろな方法はあると思いますん

で、努めていきたいと思いますんで、よろしくお願い申し上げます。  

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） 個別避難計画のことも触れていただいてありがとうございます。  

      それで、ちょっと福祉避難所の観点からでちょっと１つ町長の考えを聞きたいことがあ

りまして、能登半島地震のときのも各市内にある公共の、ここでいうと６つの箇所、町内

ですと、そこの福祉避難所のところだけでは足りず、そのほかの福祉施設や障害者施設、

またホテルや旅館など、こちらを福祉避難所の施設として開設されて、それぞれ避難状況

は異なりますけれども、多くの要配慮者を救っているという状況があります。  

      例えば輪島市では、民間の法人施設とも福祉避難所の協定を締結し、災害時に備えて連

携を図っています。こういったことは、町内での自主防災組織推進にもつながるのではな

いかと思いますし、支援の備えを広げる意味でも町内の施設との協定、そして日頃からの

連携は必要ではないのでしょうか。また現在、町内で地震があった際に対応できる町内施

設、協定などはどのようになっていますでしょうか。そちらについてお聞きします。  

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） おっしゃることは分かります。能登半島のあの災害の地震見ても、社会福祉
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施設、例えば福祉施設から要介護の大変重い方が担架で運び出されて次の施設に移るよう

な映像も見て、大変だなというふうに認識しました。やはり大変ありがたい質問だという

ふうに認識しております。 

      いずれにせよいざというときはどういう行動をしていいか、みんな分かんないと思いま

す。行政の役割としては、そこでちゃんと指揮、命令できるような体制が必ず取っている

ということと、先ほど今申し上げた専門的な福祉施設との協定というのは、これから前段

のお話とも相かぶるところはあるんですけれども、研究といういろいろ調査しながら多く

あったほうがいいんかなという思いもありますけれども、何でもどこでもというわけにい

きませんで、それなりにやはり耐震補強があったり、例えば福祉、障害者の方を受け入れ

るんであればバリアフリーになっているんかとか、いろいろな要件というのがあると思う

んですよね。やはりそれを全てクリアした中で、お互い相手方もいますんで協議を進める

べきだと思います。 

      いずれにせよいろいろな条件あると思いますけれども、やはりそれを一歩一歩クリア、

お互いにもしそういう思いがあるんだとすれば一歩一歩クリアしながら、福祉、要介護者

とか弱い立場の人が避難する場所にはそういう施設のほうがやっぱりいいんだというふう

には思っていますんで、非常に心強い質問だというふうに思っております。今後、ですか

らいろいろな面で協力し合えればと思っていますんで、よろしくお願いしたいと思います。  

議 長（石坂 武君） 茂木君。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） ぜひ町内の事業者からの意見としても、ぜひこういった災害時のときは協力

したいという声も多くいただいておりますので、その旨も伝えさせていただきます。  

      それで、ちょっともう残り時間が少ないので端的に、備蓄の品目について、こちらの品

目を確認すると、やっぱり障害、介護、要配慮者に対しての配慮というのは、なかなか想

定がそこまで行き届いていないのかなと感じるところなんですけれども、例えばペースト

食ですとかそういったところの準備というのは、想定はどのようにされていますか。また、

どのような考えがありますでしょうか。 

議 長（石坂 武君） 町長。 

町 長（阿部賢一君） いろいろあれもこれもというお話になるんだと思います。それは、いざとい

うときの備えは最低限でということだと思うんですけれども、今こうやってご意見いただ

いて受け止めさせていただいて、今度入れ替えるときに例えばそういうものを１品増やす

とか、そういうことはあってもいいんかなと。いずれにせよ臨機応変に対応させていただ

くことでよろしいでしょうか。何もないことがいいんですけれども、本当に天災は忘れた

頃にやってくるということわざがあるように、いつどこで起こるか分かりませんので、危

機管理室を中心にしっかりと危機管理意識を持って、緊張感を持って対応させていただき

たい。 

      ちなみにみなかみ町は、震度５弱で一応役場に集合する、幹部というんですか、なって

います。能登半島地震のときの対応をちょっとお伝えさせましたのも、電話で連絡を取り

まして、必ず余震ももっと大きいのが来るかもしれないから、いつでも電話だけは通じる
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ようにしておきましょうということを確認し合いました。それで私は、個人的に２４時間

もういつあるかぐらい携帯を自宅にいても離さず、幸い夜中に、夜に国土交通省の高崎の

事務所長から電話があって、それで夜中の２時にも高崎の事務所から、所長から電話をい

ただいて携帯でやり取りした経緯があります。  

議 長（石坂 武君） 簡潔にお願いします。 

（５番 茂木法志君登壇）  

５ 番（茂木法志君） 前段までの話で町長の考えもお聞きできたので、本当にちょっと個別避難計

画の活用方法とかそういったところをお聞きできればと思ったんですけれども、またそれ

は次回にして、今回の質問は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

議 長（石坂 武君） これにて、５番茂木法志君の質問を終わります。  

──────────────────────────────────────────── 

 

散  会  

 

議 長（石坂 武君） 以上で本日の議事日程第１号に付された案件は全て終了いたしました。  

      明日３月６日は午前９時より一般質問を再開いたします。  

      本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労さまでした。  

 

 

（午後 １時５１分 散会）  


